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１　教育委員会制度

２ 事務局（京都府教育庁）組織（令和６年４月１日）

　○　首長から独立した行政委員会としての位置付け。

　○　教育委員会は、地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当する機関として、全ての都道府県及び市町村等に
      設置。

美術工芸品、民俗文化財、無形文化財

埋蔵文化財、史跡・名勝・天然記念物、文化的景観

　　　平成27年４月１日より、新制度へ移行。①首長による大綱の策定、②総合教育会議の設置、③教育長と教育委員長を一本化した
    新たな責任者（新教育長）の設置、④教育委員会のチェック機能の強化、⑤国の関与の見直しなどが盛り込まれた。

　○　教育長及び教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命。任期は教育長は３年、教育委員は４年で、再任可。

　○　月１～２回の定例会のほか、臨時会や非公式の協議会を開催。

　○　教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づいて教育長が具体の事務を執行。教育長、教育長職務
      代理者、委員（３名）を置く。ただし、条例で定めるところにより、都道府県・指定都市は５人以上、町村は２人以上にすること
      が可能。（京都府は委員数５名）

企画調整

学校体育の振興

保健、安全、学校給食に関する指導

健康安全教育の振興、児童生徒の健康管理

社会体育・運動競技の振興

企画調整・社会教育の振興

女性・成人・青少年・視聴覚教育

企画調整、銃砲刀剣類登録

建造物、伝統的建造物群

特別支援教育の推進

企画調整

高校教育活性化推進、国際理解

修学資金貸与、奨学金

情報教育、職業教育、生徒指導

教育課程、進路指導

企画調整、機器等整備、ネットワーク管理・運営

ＩＣＴ教育推進、機器等活用支援

生徒定員、高校教育制度、入学者選抜

高校教育改革

企画調整、教科書、各種補助金、就学支援

免許、認定講習

教育課程、教科指導

生徒指導、進路指導、教科指導

人権教育の推進

幼児教育の推進

企画調整、特別支援教育の振興

教職員の争訟・服務制度、教職員の健康管理

府費負担教職員給与等

教職員人事、服務

教職員人事評価、育成、教職員研修

企画調整、共済組合経理、児童手当

福利厚生事業、共済貸付、財産形成貯蓄

短期給付、組合員資格

長期給付、恩給

市町村公立文教施設整備の援助、助言

企画調整、教職員給与の予算

教職員の給与制度

建　設　係

設　備　係

助　成　係

企画調整係

給与制度係

総合調整、秘書、表彰、危機管理

事務局職員人事、給与、福利厚生

議会、予算、決算、教育局経理

総合企画、広報、市町村教委支援

文書、法規、法人、調査統計

企画調整、学校運営費、教育財産の維持管理

府立学校等施設整備計画、建設工事の入札

府立学校等施設工事の設計・監理・技術指導

府立学校等設備工事の設計・監理・技術指導

指導推進係

教育長 教育次長

教育監
学校危機
管 理 監

学校教育課

特別支援教育課

教員免許係

指導第１係

指導第２係

企　画　係

スポーツ振興係

企画振興係

社会教育主事

企画調整係

建 造 物 係

美術工芸・民俗・無形文化財係

推　進　係

(デジタル学習支援センター)

企画調整係

学校体育係

健康安全教育指導係

文化財保護課

社会教育課

保健体育課

服務・安全衛生係

秘書調整係

職員総務係

予　算　係

企画広報係

法　務　係

管　理　係

計　画　係

年　金　係

企画推進係

高校改革係

企画振興係

給与管理係

人　事　係

教職員人材育成係

企画調整係

厚生貸付係

給　付　係

調　整　係

振　興　係

修学支援係

指導第１係

指導第２係

推　進　係

幼児教育推進係

企画調整係

健康安全教育振興係

記 念 物 係

教職員企画課

管理課

総務企画課

高校改革推進室

福利課

教職員人事課

人権教育室

幼児教育センター

ICT教育推進課

高校教育課

管理部

指導部
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附　属　機　関

乙訓教育局 総　　務　　課

指導主事

学校教育、学校保健、給食、体育、社会教育、文化財

教職員人事・服務、教職員研修、教職員評価制度

庶務、公立文教施設、広報、教職員福利厚生

山城教育局 学　　務　　課

教　　育　　局 企 画 教 育 課南丹教育局

社会教育主事

中丹教育局 学校教育担当

丹後教育局 社会教育担当

(ICT教育推進課) 推　　進　　係

【デジタル学習支援センター】

埋蔵文化財事務所

地域教育支援部

企画総務部 企 画 調 整 課

北部研修所

企 画 研 究 部

研修 ・ 支援部

教 育 相 談 部

人材育成支援室

府総合教育センター 総　　務　　部

特別支援教育部

府 立 図 書 館 連 携 支 援 課

利用サービス課

情報サービス課

府立るり渓少年自然の家

府立山城郷土資料館 総 務 課

府立丹後郷土資料館 資 料 課 資料の調査、収集、保管、展示

特別支援学校

府  立  学  校 高等学校

地方機関

図書サービス部

中 学 校

12校（４分校）

46校（５分校）

４校

名　　称 根　拠　規　定 担　当　事　務 委員数

京都府いじめ防止
対策推進委員会

教育相談、研修

特別支援教育の研究、研修

庶務、会計、総合調整

教科、領域、幼児教育、研修支援

研究・研修事業の総合企画及び調整、情報教育の研究・推進

ＩＣＴ教育推進、機器等活用支援

京都府教科用図書
選定審議会

義務教育諸学校の教科
用図書の無償措置に関
する法律第11条

義務教育諸学校において使用する教科用図書の採
択についての基準及び選定に必要な資料の作成に
ついての調査審議及び建議

20人
４月１日

～
８月31日

指導部
学校教育課

学校における人材育成を支援するための相談･指導･助言、

庶務、総合企画及び調整

教育機関

教科及び特別支援教育の研究、研修、教育相談

調査研究

主 管 課 等任　期

用者への閲覧・貸出

資料の収集・保存及び資料目録、来館利

市町村立図書館及び学校等との連携支援

図書館情報ネットワークシステムの管理

庶務、広報、普及啓発活動

いじめ防止対策推進法
第14条

いじめ防止等の対策についての調査審議
及び重大事態に係る調査

７人以内 ２年
指導部
学校教育課

京都府産業教育審
議会

産業教育振興法第11条
産業教育に関する事項についての調査審
議及び建議

15人 ３年
指導部
高校教育課

京都府スポーツ推
進審議会

スポーツ基本法第31条
スポーツの推進に関する重要事項につい
ての調査審議

20人以内 ２年
指導部
保健体育課

京都府社会教育委
員会議

社会教育法第15条
社会教育に関する諸計画の立案、意見陳
述及び研究調査

15人 ２年
指導部
社会教育課

京都府立図書館協
議会

図書館法第14条
図書館の運営及び図書館の行う図書館奉
仕についての意見陳述

10人以内 ２年 府立図書館

京都府文化財保護
審議会

文化財保護法第190条
文化財の保存及び活用に関する重要事項
についての調査審議及び建議

20人以内 ２年
指導部
文化財保護課

京都府指定管理者
等選定審査会

京都府の施設の管理等
に関する条例第７条

府の施設の管理及び活用に関する重要事
項の調査審議

６人以内 ２年
指導部
社会教育課

2



３ 所管事務の概要 
 
 
 ［管 理 部］ 
 
  総 務 企 画 課 
   ○ 教育委員会の会議及び秘書事務 
   ○ 教育、文化に功績のあるものの顕彰事務 
    ○ 職員(府立学校職員及び府費負担教職員を除く。)の人事、服務並びに給与に関する事務 
   ○ 府議会に関する事務 
   ○ 教育委員会所管各課の予算見積及び予算の執行及び調整に関する事務 
   ○ 支出及び収入の決算及び監査に関する事務 
   ○ 教育局予算の執行に関する事務 
   ○ 教育行政の総合企画及び調整に関する事務 
     ○ 教育委員会所管の広報事務 
   ○ 市町（組合）教育委員会の組織、一般的運営に関する指導及び助言 
   ○ 公文書類の収受、配分、配送及び保存事務 
   ○ 条例案、その他文書類の審査に関する事務 
   ○ 教育行政全般に関する調査及び統計事務 
    ○ 教育行政相談に関する事務 
      
  管 理 課 
    ○ 府立学校運営費予算に関する事務 
   ○ 府立学校の用地取得に関する事務 
   ○ 行政財産及び物品の管理に関する事務 
    ○ 府立学校等の文教施設の整備及び維持管理に関する事務 
   ○ 市町村の文教施設の施設整備計画及びその実施に関する助言 
   ○ 文教施設に関する国の交付金等に係る事務 
 
  教職員企画課 
   ○ 学校教職員の勤務条件、服務、給与等に関する事務 

○ 学校教職員に対する給与等の支払事務 
   ○ 学校教職員に係る争訟事務 
    ○ 学校教職員の職員団体に関する事務 

○ 学校教職員の事務の効率化に関する事務 
○ 学校教職員の健康管理に関する事務 

 
  教職員人事課 
    ○ 学校教職員の任免、服務等人事事務 
   ○ 学校教職員の定数に関する事務 
    ○ 学校教職員の人事評価に関する事務 

○ 学校教職員の研修の総合企画、調整及び実施に関する事務（総合教育センターが行う研  
修を含む。） 

  
  福 利 課 
   ○ 公立学校共済組合に関する事務 
   ○ 学校職員の児童手当に関する事務 
   ○ 京都府教職員住宅の管理事務 
   ○ 学校職員の財産形成貯蓄に関する事務    
    ○ 学校職員等の恩給に関する事務 
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 ［指 導 部］ 
 

高校改革推進室 
 ○ 府立高等学校改革に関する次の事務 
  (1) 施策の企画立案及び推進 
  (2) 施策の実施に関する総合調整 
  (3) 施策の実施に伴う高校教育の専門的事項に関する指導と助言 
 ○ 高等学校及び府立中学校の設置廃止の認可、届出の受理等に関する事務 
 ○ 府立高等学校及び府立中学校の通学区域の設定及び変更に関する事務 
 ○ 高等学校及び府立中学校の入学者選抜に関する事務 

 
  学 校 教 育 課 
   ○ 学校（高等学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校を除く。）の設置廃止の認可、 
    届出の受理等に関する事務 
   ○ 学校（高等学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校を除く。）における理科教育、 
    人権教育、学校図書館教育及びへき地教育の振興に関する事務 
   ○ 小学校・中学校・義務教育学校における教育に関する次の事務 
    (1) 学校管理に関する指導、助言 
    (2) 教育課程の編成及び実施その他教育に関する指導及び助言 
    (3) 生徒指導に関する指導及び助言 
    (4) 研究大会、講習会、研究指定校等に関すること 
    ○ 教科用図書の採択及び給与に関する事務 
   ○ 就学奨励に関する事務 
   ○ 教育職員免許法に基づく事務 
   ○ 大学等における教員養成への協力に関すること 
   ○  総合教育センターに関すること 
  
  （人権教育室） 
   ○ 人権教育の総合企画及び調整に関する事務 
   ○ 人権教育の推進に関する指導及び援助 
   ○ 人権教育の調査及び研究 
   ○ その他人権教育に関する事務（他課の所掌に属する事務を除く。） 
 
  （幼児教育センター） 
     ○ 幼児教育に関する次の事務 

  （1）幼児教育施設に関する訪問及び助言 
      （2）教職員研修に関する事務 

 （3）調査及び研究 
 
  特別支援教育課 
   ○ 特別支援教育の企画及び調整に関すること 
   ○ 特別支援学校の設置廃止の認可、届出の受理等に関する事務 
     ○ 特別支援学校における産業教育、理科教育、人権教育及び学校図書館教育の振興に関する事務  
   ○ 特別支援学校における教育に関する次の事務 
    (1) 学校管理に関する指導及び助言 
    (2) 教育課程の編成及び実施その他教育に関する指導及び助言 
    (3) 生徒指導に関する指導及び助言 
    (4) 研究大会、講習会、研究指定校等に関すること 
    (5) 教育の情報化の推進に関すること 
     ○ 府立特別支援学校の通学区域の設定又は変更に関する事務 
     ○ 特別支援学校の教科用図書に関する事務 
   ○ 特別支援学校の就学に関する事務 
   ○ 府立特別支援学校の幼稚部・高等部の募集に関する事務 
   ○ 特別支援学校の設備（スクールバス等）の整備に関する事務 
   ○ 特別支援学級等の設置に関する助言 
     ○ 府立特別支援学校の教材の取扱いに関する事務 
 
  高 校 教 育 課 
   ○ 高等学校及び府立中学校における産業教育、理科教育、人権教育、学校図書館教育 
       及び情報教育の振興に関する事務 
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    ○ 府立高等学校及び府立中学校の施設、設備の整備充実に関する企画 
   ○ 英語指導助手に関する事務 
    ○ 高等学校の生徒の修学支援に関すること 
   ○ 高等学校における定時制教育、通信制教育の振興に関する事務 
   ○ 高等学校及び府立中学校における教育に関する次の事務 
    (1) 学校管理に関する指導及び助言 
    (2) 教育課程の編成及び実施その他教育に関する指導及び助言 
    (3) 生徒指導に関する指導及び助言 
    (4) 研究大会、講習会、研究指定校等に関する事務 
    (5) 教育の情報化の推進に関する事務 
   ○ 高等学校及び府立中学校の教科用図書に関する事務 
    ○ 府立高等学校及び府立中学校の教材の取扱いに関する事務 
   ○ 高等学校卒業程度認定試験に関する事務 
    ○ 高等学校及び府立中学校の設置廃止の認可、届出の受理等に関する事務（高校改革推進 
    室の所掌に属するものを除く。） 
 
  ＩＣＴ教育推進課 
     ○ ＩＣＴを活用した教育の推進に係る企画及び総合調整に関すること 
   ○ 情報セキュリティに関すること 
   ○ 府立学校における情報機器等の整備（他課の所掌に属するものを除く。）に関すること 
   ○ 京都府教育情報ネットワークシステム等の企画、管理及び運営に関すること 
   ○ 府立学校並びに市町村立小学校、中学校及び義務教育学校の教育活動における情報機 
       器等の活用に対し、支援すること 
   ○ デジタル教科書その他のデジタルコンテンツの利活用に関すること 
  
  保 健 体 育 課 
   ○ 学校における健康安全教育・体育に関する次の事務 
    (1) 実施に関する指導及び助言 
    (2) 手引書、指導書、参考書等の作成及び提供に関すること 
    (3) 研究会、講習会、その他催しの主催等に関すること 
   ○ 児童生徒の健康管理 
   ○ 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、その他学校保健関係者に対する指導及び助言 
   ○ 学校給食に関する企画、指導及び助言 
   ○ 公益財団法人京都府学校給食会に関すること 
     ○ 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付事務に関すること 
   ○ 府民の体育・スポーツ及びレクリエーション活動の振興並びにその指導者の養成 
   ○ スポーツ関係団体に対する指導、助言及び援助 
   ○ 競技スポーツの振興に関する企画、指導、助言及び援助 
    
  社 会 教 育 課 
   ○ 社会教育の振興に関する調査及び企画立案 
   ○ 社会教育に関する団体、社会教育指導者その他関係者に対する指導、助言及び援助 
   ○ 家庭教育に関する学習の機会を提供するための事業に関する援助及び助言 
     ○ 体験活動等の機会を提供する社会教育事業に関する援助及び助言 
   ○ 青少年教育に関する援助及び助言 
   ○ 公民館及び図書館の設置及び管理に関する指導及び調査 
   ○ 社会教育主事の資格の認定及び学芸員の推薦 
   ○ 府立図書館に関すること 
   ○ 府立少年自然の家に関すること 
   ○ 視聴覚教育の設備、器材の管理及び利用の提供 

 ○  京都府社会教育委員に関すること 
○ 京都府指定管理者等選定審査委員会教育委員会部会に関すること 
 

  文化財保護課 
   ○ 文化財保護法及び府文化財保護条例に基づく事務 
   ○ 府文化財保護審議会に関する事務 
   ○ 銃砲刀剣類の登録事務等に関すること 
   ○ 文化財の保存と活用に関すること 
   ○ 府立郷土資料館に関すること 
   ○ 埋蔵文化財事務所に関すること 

5



  
 ［地方機関］ 
 
  教 育 局 
    本庁の出先機関として、管内の市町（組合）教育委員会、学校（府立学校を除く。）との 
   連絡、調整、指導及び助言を行う。 
    主たる業務は 
   ○ 学校教育に関する指導及び助言 
   ○ 社会教育に関する指導及び助言 
   ○ 市町（組合）教育委員会に対する連絡、調整、指導及び助言 
   ○ 教職員の人事及び福利厚生等に関する事務 
 
  埋蔵文化財事務所 
    埋蔵文化財の調査並びに資料の整理及び保存に関する事務を処理させるため、次の事務を  
    行う。 
   ○ 埋蔵文化財の調査に関すること 
   ○ 出土品その他の資料の整理及び保存に関すること 
   ○ 遺跡台帳の作成に関すること 
 
 
 ［教育機関］ 
 
  総合教育センター 
    本府における教育の振興を目的として、次の事業を行う。 
   ○ 教育に関する専門的、技術的事項の研究 
   ○ 教育関係職員の研修の企画、調整及び実施 
   ○ 教育相談 
   ○ 教育に関する図書、資料の収集及び活用 
 
  図 書 館 
    図書館法に基づき、次の事業を行う。 
   ○ 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般の利用に供すること 
   ○ 図書館資料の利用のための相談に応じること 

○ 他の図書館と協力し、資料の相互貸借を行うこと 
 
  少年自然の家 
    自然の中で、集団宿泊生活を通じて心身ともに健全な少年の育成を図るため、次の事業を 
   行う。 
   ○ 少年の野外活動の助長に関すること 
   ○ 少年の団体活動の助長に関すること 
   ○ その他少年の健全育成に関すること 
 
  郷 土 資 料 館 
    郷土についての歴史資料、考古資料、民俗資料等の保存及び活用を図り、もって府民の文  
    化的向上に資するため、次の事業を行う。 
   ○ 文化財保護の普及啓発に関すること 
   ○ 文化財、文化資料等の収集、保存、公開、調査、研究及びその他文化財の保護に関する  
      こと 
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４ 教育委員会所管公所等所在地別一覧 

 

 

市 町 村 名 公 所 等 名 

 京 都 市 

 総合教育センター、図書館、洛北高校附属中学校、山城高校、 

 清明高校、鴨沂高校、洛北高校、北稜高校、朱雀高校、洛東高校、 

 鳥羽高校、嵯峨野高校、北嵯峨高校、北桑田高校、桂高校、洛西高校、 

 桃山高校、東稜高校、洛水高校、京都すばる高校、盲学校、聾学校 

 向 日 市  乙訓教育局、埋蔵文化財事務所、向陽高校 

 長 岡 京 市  乙訓高校、西乙訓高校、向日が丘支援学校 

 宇 治 市  東宇治高校、莵道高校、城南菱創高校、宇治支援学校 

 城 陽 市  城陽高校、西城陽高校、城陽支援学校 

 八 幡 市  京都八幡高校、同南分校、八幡支援学校 

 京 田 辺 市  山城教育局、田辺高校 

 木 津 川 市  山城郷土資料館、南陽高校附属中学校、木津高校、南陽高校 

 久 御 山 町  久御山高校 

  井 手 町  井手やまぶき支援学校 

 精 華 町  南山城支援学校 

 亀 岡 市  亀岡高校、南丹高校、丹波支援学校亀岡分校 

 南 丹 市 
 南丹教育局、るり渓少年自然の家、園部高校附属中学校、園部高校、 

 農芸高校、北桑田高校美山分校、丹波支援学校 

 京 丹 波 町  須知高校 
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市 町 村 名 公 所 等 名 

 綾 部 市  中丹教育局、総合教育センター北部研修所、綾部高校、同東分校 

 福 知 山 市 
 福知山高校附属中学校、福知山高校、同三和分校、工業高校、 

 大江高校、中丹支援学校 

 舞 鶴 市 
 東舞鶴高校、同浮島分校、西舞鶴高校、舞鶴支援学校、同行永分校、 

 盲学校舞鶴分校、聾学校舞鶴分校 

 宮 津 市 
 丹後教育局、丹後郷土資料館、海洋高校、 

 宮津天橋高校宮津学舎 

 京 丹 後 市 
 峰山高校、丹後緑風高校網野学舎、同久美浜学舎 

 清新高校 

 与 謝 野 町  宮津天橋高校加悦谷学舎、与謝の海支援学校 
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５ 府立学校設置年度及び設置学科等 

 

（１）中   学   校（令和６年度募集分） 洛北高等学校附属中学校  平成 16年度設置 

                                                              南陽高等学校附属中学校  平成 30年度設置 

                                                              園部高等学校附属中学校  平成 18年度設置 

                                福知山高等学校附属中学校  平成 27年度設置 

（２）高 等 学 校（令和６年度募集分） 

（全日制課程）                              （定時制課程） 

 

 

 

 

 

  区 分 

 

 

 

学校名 

 

設置 

 

年度 

 

設 置 学 科  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 名 

 

 

 

 

分校名 

 

 

設 置 学 科  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

普 

 

 

通 

農 

 

 

業 

工 

 

 

業 

商 

 

 

業 

水 

 

 

産 

家 

 

 

庭 

情 

 

 

報 

福 

 

 

祉 

体 

 

 

育 

そ専 

の門 

他学 

 科 

総 

合 

学 

科 

普 

 

 

通 

農 

 

 

業 

商 

 

 

業 

家 

 

 

庭 

総

合

学

科 

 1 山  城 Ｓ23 ○         ○  清  明  ○     

 2 鴨  沂 Ｓ23 ○           朱  雀  ○     

 3 洛  北 Ｓ25 ○         ○  鳥  羽  ○     

 4 北  稜 Ｓ55 ○           桃  山  ○  ○   

 5 朱  雀 Ｓ23 ○           北 桑 田 美山  ○  〇  

 6 洛  東 Ｓ29 ○           綾  部 東 ○     

 7 鳥  羽 Ｓ59 ○         ○  福 知 山 三和  ○  〇  

 8 嵯 峨 野 Ｓ25 ○         ○  東 舞 鶴 浮島 ○     

 9 北 嵯 峨 Ｓ50 ○           清  新      ○ 

10 北 桑 田 Ｓ23 ○ ○          計 5校 4分校 ６ ２ １ ２ １ 

11 桂 Ｓ23 ○ ○           

                                         

   （通信制課程） 

12 洛  西 Ｓ55 ○           

13 桃  山 Ｓ23 ○         ○  

14 東  稜 Ｓ52 ○            

 

 

学 校 名 設 置 学 科 

15 洛  水 Ｓ53 ○              朱    雀   普  通  科 

16 京都すばる Ｓ60    ○   ○        西  舞  鶴   普  通  科 

17 向  陽 Ｓ50 ○            

       単位制による課程を設置 

    する高等学校（再掲） 

18 乙  訓 Ｓ39 ○        ○   

19 西 乙 訓 Ｓ59 ○           

20 東 宇 治 Ｓ49 ○            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  学 校 名   課  程   設 置 学 科 

21 莵 道 Ｓ60 ○           
山  城 全日制   普 通 科 

  文理総合科 22 城南菱創 Ｈ21 ○         ○  

23 城  陽 Ｓ47 ○           清  明 定時制   普 通 科 

24 西 城 陽 Ｓ58 ○           
洛  北 全日制   普 通 科 

  ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ 科  25 京都八幡 Ｈ19 ○           

26 京都八幡 南分校 Ｈ19        ○  ○  
朱  雀 定時制   普 通 科  

27 久 御 山 Ｓ55 ○           通信制   普 通 科 

28 田  辺 Ｓ38 ○  ○         

鳥  羽
 全日制   普 通 科 

  ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ科   29 木  津 Ｓ23 ○ ○  ○        

30 南  陽 Ｓ61 ○         ○  定時制   普 通 科  

31 亀  岡 Ｓ23 ○         ○  
桃  山 定時制   普 通 科  

  商 業 科  32 南  丹 Ｓ54           ○ 

33 園  部 Ｓ23 ○           
城南菱創 全日制   普 通 科 

  教養科学科   34 農  芸 Ｓ58  ○          

35 須  知 Ｓ23 ○ ○          
亀  岡 全日制   普 通 科 

  探究文理科   36 綾  部 Ｓ23 ○           

37 綾部 東分校 Ｓ55  ○          南  丹 全日制   総 合 学 科  

38 福 知 山 Ｓ23 ○         ○  大  江 全日制   地域創生科   

39 工  業 Ｓ38   ○         西 舞 鶴 通信制   普 通 科 

40 大  江 Ｓ23           ○ 
宮津天橋 宮津学舎 全日制   普 通 科 

  建 築 科  41 東 舞 鶴 Ｓ23 ○           

42 西 舞 鶴 Ｓ23 ○         ○  宮津天橋 加悦谷学舎 全日制   普 通 科 

43 海  洋 Ｓ23     ○       
丹後緑風 網野学舎 全日制   普 通 科 

  企画経営科   44 宮津天橋 宮津学舎 Ｒ元 ○  〇         

45 宮津天橋 加悦谷学舎 Ｒ元 ○           
丹後緑風 久美浜学舎 全日制  ｱｸﾞﾘｻｲｴﾝｽ科 

みらいｸﾘｴｲﾄ科  46 峰  山 Ｓ23 ○  ○         

47 丹後緑風 網野学舎 Ｒ元 ○   ○        清    新 定時制   総 合 学 科  

48 丹後緑風 久美浜学舎 Ｒ元  ○        ○  

計 

42校 

4学舎 

2分校 

39 ７ ４ ３ １ ０ １ １ １ 12 ２ 
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（３）特別支援学校 

 

    区 分 
 
 
 学校名 

設 置 年 度 

設 置 部 

 障 害 種 別 
 幼 
 稚 
 部 

 小 
 学 
 部 

 中 
 学 
 部 

 高 
 等 
 部 

 盲 学 校  明治１１年  ○  ○  ○  ○  視 覚 障 害 

 盲 学 校 
 
 舞 鶴 分 校 

 昭和２７年  ○  ○       〃 

 聾 学 校  明治１１年  ○  ○  ○  ○  聴 覚 障 害 

 聾 学 校 
 
 舞 鶴 分 校 

 昭和２７年  ○  ○       〃 

 向 日 が 丘 
 
 支 援 学 校 

 昭和４１年  ○  ○  ○ 
 知 的 障 害 
 
  肢 体 不 自 由 

 宇治支援学校  平成２２年   ○  ○  ○ 〃 

 城陽支援学校  昭和６０年   ○  ○  ○ 
 知 的 障 害 
  肢 体 不 自 由 
  病 弱 

 八幡支援学校   平成２１年   ○  ○  ○ 
  知 的 障 害 
 
  肢 体 不 自 由 

 井手やまぶき 
 
 支 援 学 校 

  令 和 ３ 年   ○  ○  ○ 〃 

 南山城支援学校  昭和５６年   ○  ○  ○ 〃 

 丹波支援学校  昭和５３年   ○  ○  ○     〃 

 丹波支援学校 
 
 亀 岡 分 校 

 昭和５５年   ○  ○      〃 

 中丹支援学校  昭和５８年  ○  ○  ○     〃 

 舞鶴支援学校   平成１６年   ○  ○  ○         〃 

 舞鶴支援学校 
 
 行 永 分 校 

 平成１７年   ○  ○  
肢 体 不 自 由 

 
 病 弱 

 与 謝 の 海 
 
 支 援 学 校 

 昭和４４年   ○  ○  ○ 
 知 的 障 害 
 
  肢 体 不 自 由 
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    （単位：千円、％）　

Ｒ ５年 度 差引増減額 前年比

国  　庫 そ の 他 一般財源 予算額（Ｂ） (A)-(B) (A)/(B)

教 育 総 務 費 20,015,033 8,008,268 1,806,842 10,199,923 8,964,158 11,050,875 223.3

小 学 校 費 37,326,031 9,302,494 15,851 28,007,686 35,722,128 1,603,903 104.5

中 学 校 費 21,478,098 5,113,225 4,654 16,360,219 21,502,502 △ 24,404 99.9

高 等 学 校 費 38,782,009 3,735,177 7,798,605 27,248,227 39,061,726 △ 279,717 99.3

特 別 支 援 学 校 費 15,257,707 1,978,149 1,297,521 11,982,037 14,190,815 1,066,892 107.5

社 会 教 育 費 739,967 2,510 100,000 637,457 640,090 99,877 115.6

文 化 財 保 護 費 2,622,957 49,641 2,131,855 441,461 2,157,567 465,390 121.6

保 健 体 育 費 807,369 23,273 194,264 589,832 824,130 △ 16,761 98.0

計 137,029,171 28,212,737 13,349,592 95,466,842 123,063,116 13,966,055 111.3

              （単位：千円、％）

差引増減額 前年比

予算額 (A) 割　　合 予算額 (B) 割　　合 (A)-(B) (A)/(B)

人　件　費 110,136,414 80.4 104,179,062 84.7 5,957,352 105.7

事　業　費 26,892,757 19.6 18,884,054 15.3 8,008,703 142.4

計 137,029,171 100.0 123,063,116 100.0 13,966,055 111.3

６ 令和６年度教育委員会関係予算　

１　目的別予算

項　　　別
同　　　　左　　　　財　　　　源

令和６年度　当初予算総括表

（令和５年度２月補正予算含む）

予算額（Ａ）

２　性質別予算

区　　分
６ 年 度 ５ 年 度
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（単位：千円）

「学び・繋がる未来の扉」京都プロジェクト事業費 31,980 新 0

あんしん「子育て－教育」京都プロジェクト事業費 5,000 新 0

魅力ある府立高校づくり推進プロジェクト事業費 3,000 新 0

子どもの教育のための総合交付金 300,000 300,000

京都式「教育ＤＸ」推進事業費 8,102,860 645,475

639,246

拡 46,614

新 13,000

新 100,000

新 7,273,000

新 31,000

令和の京都式教育指導体制推進費 4,326,389 3,821,509 4,177,579

　 　

　 　

504,880

　 拡 　

　 　

効果の上がる学力対策事業費 52,500 52,500

18,000

31,000

1,000

1,000

1,500

京都グローバル人づくり事業費（英語教育） 418,180 417,680

　　　　　 (一部再掲)
（小・中学校）

212,880

2,000

（高等学校）

202,900

（教員の指導力強化）

400

教科担任制を見据えた系統的な学び推進事業

京都府学力・学習状況調査活用事業

小・中・高校生の英語によるコミュニケーション能力を育成

小学校英語教育推進教員の配置

中学校での英語４技能テストの実施

英語指導助手の配置

英語科教員ブラッシュアップ事業

児童生徒に確かな学力が身につくよう、基礎・基本の徹底や個
別課題に対応した学力対策を実施

小学生個別補充学習(ジュニア･わくわくスタディ)

中学生個別補充学習実施事業（ふりスタ）

デジタル活用授業変革プロジェクト事業費

府立高校ＤＸ加速化推進事業

公立学校情報機器整備等基金積立金

公立学校情報機器整備事業費

(1) 子どものための京都式少人数教育推進費

中学生読解力向上対策事業

京の子ども・少人数教育推進費

　小学校（３～６年生）及び中学校において、学校
　現場の状況に応じた少人数教育を推進

小学校低学年指導充実費

　小学校１・２年生で２人の教員による指導

保護者の不安や悩みに寄り添い、解決に導くための「子育
て－教育コンシェルジュ」を設置

「新しい学びの創造」の実現、「多彩な学びの選択」を可能に
する府立高校づくりに向けた取組を実施

府と市町が一体となって「教育環境日本一」に向けた取組を
進めるため、地域の実情に応じた特色ある取組を支援

学校のＩＣＴ利活用を効果的に進める環境整備や、児童生徒一
人一人に最適な学びなど、時代に対応した教育を確立

スマートスクール推進事業費

次世代型学力・学習状況調査事業費

(2) 小学校教科担任制の推進

小学校教科担任制専科教員の配置

小学校英語教育推進教員の配置

１ 豊かな学びの創造と確かな学力の育成

経済的条件・地域条件に関わらず、全ての子どもたちが夢
に向かって挑戦できる環境の構築

令和６年度 当初予算主要事項
（令和５年度２月補正予算含む）

推　進　方　策　／　主　要　事　項 予算額 事　　業　　概　　要
前年度
予算額

1 重点的な取組み
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京都グローバル人づくり事業費（留学支援） 42,580 32,580

新 10,000

13,150

7,830

10,000

1,600

府立高校生夢チャレンジ留学支援事業費 4,000 4,000

69,207 69,207

グローバルネットワーク京都 6,727

スーパーサイエンスネットワーク京都 6,964

スペシャリストネットワーク京都 3,911

京都フロンティア校支援事業 14,650

3,992

数学オリンピック等チャレンジ事業 2,174

15,846

3,500

3,228

8,215

豊かな人間性の育成と多様性の尊重

299,733 244,563

24,132 　 21,220

25,204 20,304

医療的ケア児支援強化事業費 38,000 38,000

特別支援学校校舎等整備費 1,052,453 向日が丘支援学校校舎等整備費 646,545 620,290

特別支援学校児童生徒増対策費 405,908

幼児教育の質向上･課題解決事業費 8,000 8,000

いじめ防止・不登校支援等総合推進事業費 699,553 624,191

拡 424,489

189,984

7,500

29,682

1,000

2,000

1,000

新 8,224

18,974

拡 12,776

3,000

924ふれあい宿泊学習

学校問題対策チームの設置

いじめ対応のための附属機関等の設置

心の健康観察の導入促進

不登校児童生徒支援拠点整備等

不登校児童生徒に対する支援体制整備事業

フリースクール連携推進事業

いじめ防止対策をはじめ、不登校や問題行動への対応など総
合的サポート体制を充実

スクールカウンセラー配置・派遣等の相談体制
の構築

学力向上教育サポーター（まなび・生活アドバ
イザー）の配置・派遣等

SNSを活用した相談体制の構築

２４時間電話相談等の実施

いじめ未然防止・早期解消支援チーム派遣等

特別支援学校職業教育等充実事業費
児童生徒の職業的自立を促進し、希望進路を実現するため
の職業教育等を充実

特別支援教育総合推進事業費
障害のある子ども一人一人の教育ニーズに応じて､自立と
社会参加を目指す一貫した特別支援教育を推進

特別支援学校における医療的ケアを要する児童生徒の通
学を支援

幼児教育の質の向上や円滑な幼小接続を推進するため、
幼児教育アドバイザーの配置等を実施

スーパーサイエンスハイスクール事業

教育財団等奨励金活用事業

2

特別支援教育充実事業費
小中学校における発達障害等のある児童生徒を支援する
ための非常勤講師を配置

経済的に困難な状況にありながらも、将来の夢の実現に
チャレンジする府立高校生を支援

夢に応えられる府立高校づくり事業費
生徒に選ばれ、生徒の夢に応えられる特色ある府立高校づくり
を一層推進

コミュニティ・スクール

京都フレックス学園構想推進事業（清明･清新)

ＡＬネットワーク京都

高校生の留学支援等を通じて、多様な文化を理解し、尊重する
資質や能力を育成

目的留学の支援

府立高校生グローバルチャレンジ事業

府立高校「海外サテライト校」事業

府立高校生ハイブリッド型留学事業

府立高校生グローバル文化カフェ事業

推　進　方　策　／　主　要　事　項 予算額 事　　業　　概　　要
前年度
予算額
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健やかな身体の育成

京のジュニアスポーツアカデミー構想推進事業費 85,293 69,148

拡 50,443

拡 23,850

10,000

1,000

182,920 208,925

学びを支える教育環境の整備

高校生等修学支援事業費 4,829,683 4,848,368

781,656

3,393,383

拡 644,862

8,000

1,782

教員人材確保・資質向上事業費 24,210 9,560

新 12,000

810

1,000

10,400

(再掲) 18,000 22,000

(再掲) 4,326,389 拡 4,177,579

教職員の働き方改革推進費 (一部再掲) 1,468,518 拡 292,000 1,289,150

212,880

33,722

260,000

拡 357,324

189,984

67,165

新 5,000

拡 50,443

府立学校施設整備費　　　　　　　　　　　　　　 (一部再掲) 4,707,028 府立学校教育環境整備事業費 1,800,000 5,144,814

学校施設長寿命化推進費 1,182,453

校舎等整備費 1,724,575

向日が丘支援学校校舎等整備費 646,545

特別支援学校児童生徒増対策費 405,908

老朽校舎等改修費等 672,122

スクールカウンセラーの配置・派遣

まなび・生活アドバイザーの配置・派遣

心の居場所サポーターの配置・派遣

「子育て－教育」コンシェルジュの設置

京都式「部活動サポート事業」

令和の京都式教育指導体制推進費
学校現場の状況に応じた少人数教育等や小学校教科担任
制を推進

小学校教科担任制専科教員の配置

小学校英語教育推進教員の配置

情報通信技術支援員（ＩＣＴ支援員）の配置

教員業務支援員（ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ）の配置

教員人材確保強化事業

集まれ未来の教員サポート事業

北部地域教員確保奨学金緊急支援事業

教員の資質能力向上事業

京都式「教育ＤＸ」推進事業費
（スマートスクール推進事業費）

「京都府デジタル学習支援センター」による学習支援、府立
学校教員の悉皆研修等

高等学校等修学資金貸与 等

公立高校就学支援金事業

奨学のための給付金

高等学校生徒通学費補助

「学び直し」応援事業

教員不足解消のための教員志願者確保に向けた取組と教員の
資質能力向上のための取組を実施

競技団体ブランチクラブの推進

開放型地域クラブ設置

京のアスリート・ゴールドプラン推進事業費
世界クラス・全国クラス選手の養成・強化、競技団体の活性
化を図る競技力向上対策を実施

4

高校生への奨学給付金の支給、修学資金の貸付、就学支援金
制度による授業料の免除等を実施

3

地域等と連携した部活動の推進のため、外部人材の配置等を
実施

中・高における部活動指導員の配置

質の高い部活動確保のための実践研究

推　進　方　策　／　主　要　事　項 予算額 事　　業　　概　　要
前年度
予算額
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学校・家庭・地域の連携・協働と社会教育の推進

子どものための地域連携事業費　　　　　 55,107 55,107

5,130 1,868 5,130

家庭教育支援基盤構築事業 2,322

保護者のための学習活動支援事業 540

少年非行防止対策事業 400

24,132 　 21,220

文化振興と文化財の保存・継承・活用

15,076 拡 14,076

丹後郷土資料館整備推進費 149,000 47,000

京の史跡・歴史遺産活用整備事業費 22,177 18,000

文化財保存活用支援事業費 9,840 6,340 11,000

3,500

145,000 145,000

歴史的建造物等保存伝承事業費 1,659,531 1,601,192 1,286,570

41,000

14,399

2,940

　 総額              １３７，０２９百万円 （Ｒ５当初比：１３，９６６百万円増　１１．３％増）
　（２月補正予算除き 　１３５，１６０百万円 （Ｒ５当初比：１２，３０３百万円増　１０．０％増）)

文化財巡視事業等

国宝・重要文化財建造物修理現場公開事業等

文化財保護強化事業費 府指定文化財等保存修理事業

建造物保存修理受託事業

国指定文化財等保存修理・維持管理費補助金

祇園祭山鉾保存修理事業費等補助金

6

高校生伝統文化事業費 茶道や華道等を通して伝統文化学習を推進

丹後郷土資料館について、丹後地域の歴史文化の探訪・観
光の拠点施設となる博物館を目指し、リニューアル整備を実
施

「恭仁宮」を、広く知り・触れるための環境整備や府南部地
域振興の拠点とするための検討を実施

文化財保存活用調査

5

地域と学校が連携・協働し、地域社会全体で子どもの成長
を支える活動を実施

家庭教育支援事業費 家庭教育アドバイザーの配置

特別支援学校職業教育等充実事業費
児童生徒の職業的自立を促進し、希望進路を実現するため
の職業教育等を充実

推　進　方　策　／　主　要　事　項 予算額 事　　業　　概　　要
前年度
予算額

２ 予算額
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男

女
計

男
女

計
男

女
計

男
女

計
男

女
計

男
女

計

3
,
6
1
4

 
3
,
7
0
6

 
7,
32
0

 
3
,
4
2
2

 
3
,
7
5
5

 
7,
17
7

 
3
,
3
2
5

 
3
,
6
1
2

 
6,
93
7

 
1
0
,
3
6
1

 
1
1
,
0
7
3

 
21
,4
34

 
11
7

 
11
2

 
22
9

 
86 

87 
17
3

 
96 

63 
15
9

 
71 

48 
11
9

 
37
0

 
31
0

 
68
0

 

農
業

に
関

す
る

学
科

19
4

 
11
3

 
30
7

 
18
2

 
86

 
26
8

 
15
3

 
11
1

 
26
4

 
52
9

 
31
0

 
83
9

 
農

業
に

関
す

る
学

科
11 

5
 

16 
12 

2
 

14 
10 

3 
13 

10 
- 

10 
43

 
1
0

 
5
3

 

工
業

に
関

す
る

学
科

27
1

 
57

 
32
8

 
25
5

 
59

 
31
4

 
24
9

 
52

 
30
1

 
77
5

 
16
8

 
94
3

 
商

業
に

関
す

る
学

科
1

 
3

 
4

 
4

 
-

 
4

 
1

 
2

 
3

 
3

 
1

 
4

 
9

 
6

 
1
5

 

商
業

に
関

す
る

学
科

11
7

 
10
5

 
22
2

 
12
0

 
12
8

 
24
8

 
10
8

 
10
8

 
21
6

 
34
5

 
34
1

 
68
6

 
家

庭
に

関
す

る
学

科
2

 
8

 
10 

1
 

2
 

3
 

2 
4

 
6

 
-

 
1

 
1

 
5 

15
 

2
0

 

水
産

に
関

す
る

学
科

71
 

11
 

82
 

70
 

14
 

84
 

77
 

12
 

89
 

21
8

 
37

 
25
5

 
26 

19 
45 

33 
24 

57 
30 

24 
54 

3
 

4
 

7
 

92 
71

 
16
3

 

家
庭

に
関

す
る

学
科

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

15
7

 
14
7

 
30
4

 
13
6

 
11
5

 
25
1

 
13
9

 
96 

23
5

 
87 

54 
14
1

 
51
9

 
41
2

 
93
1

 

情
報

に
関

す
る

学
科

60
 

20
 

80
 

64
 

11
 

75
 

55
 

10
 

65
 

17
9

 
41

 
22
0

 
36 

49 
85 

39 
38 

77 
38 

26 
64 

-
 

-
 

-
 

11
3

 
11
3

 
22
6

 

福
祉

に
関

す
る

学
科

11
 

12
 

23
 

7
 

9
 

16
 

5
 

7
 

12
 

23
 

28
 

51
 

体
育

に
関

す
る

学
科

21
 

19
 

40
 

28
 

13
 

41
 

26 
14 

40 
75

 
46

 
12
1

 

そ
の

他
の

専
門

学
科

45
2

 
39
5

 
84
7

 
48
0

 
35
6

 
83
6

 
46
3

 
37
0

 
83
3

 
1
,
3
9
5

 
1
,
1
2
1

 
2,
51
6

 
36 

49 
85 

39 
38 

77 
38 

26 
64 

21 
4

 
25 

13
4

 
11
7

 
25
1

 

11
6

 
62

 
17
8

 
87

 
74

 
16
1

 
92

 
65

 
15
7

 
29
5

 
20
1

 
49
6

 
19
3

 
19
6

 
38
9

 
17
5

 
15
3

 
32
8

 
17
7

 
12
2

 
29
9

 
10
8

 
58 

16
6

 
65
3

 
52
9

 
1
,
1
8
2

 

4
,
9
2
7

 
4
,
5
0
0

 
9,
42
7

 
4
,
7
1
5

 
4
,
5
0
5

 
9,
22
0

 
4
,
5
5
3

 
4
,
3
6
1

 
8,
91
4

 
1
4
,
1
9
5

 
1
3
,
3
6
6

 
27
,5
61

 

22
1

 
39
4

 
61
5

 
22
8

 
34
4

 
57
2

 
23
2

 
32
3

 
55
5

 
68
1

 
1
,
0
6
1

 
1,
74
2

 

工
業

に
関

す
る

学
科

15
6

 
24

 
18
0

 
14
9

 
27

 
17
6

 
14
4

 
28

 
17
2

 
44
9

 
79

 
52
8

 

そ
の

他
の

学
科

38
3

 
47
4

 
85
7

 
39
8

 
48
8

 
88
6

 
39
6

 
45
7

 
85
3

 
1
,
1
7
7

 
1
,
4
1
9

 
2,
59
6

 

76
0

 
89
2

 
1,
65
2

 
77
5

 
85
9

 
1,
63
4

 
77
2

 
80
8

 
1,
58
0

 
2
,
3
0
7

 
2
,
5
5
9

 
4,
86
6

 

5
,
6
8
7

 
5
,
3
9
2

 
11
,0
79

 
5
,
4
9
0

 
5
,
3
6
4

 
10
,8
54

 
5
,
3
2
5

 
5
,
1
6
9

 
10
,4
94

 
1
6
,
5
0
2

 
1
5
,
9
2
5

 
32
,4
27

 
合

　
　

計

計

専 門 学 科

京 　 都 　 市 　 立

京 都 市 立

区
　

　
分

府
　

　
立

計

男

33
3

  
  
 
  
  
 
 

合
　

　
計

（
通
信
制
）

女

36
7

  
  
 
  
  
 
 

計

70
0

  
  
 
  
  
 
 

21
 

4
 

2
5

 
21 

4
 

25 
-

 
-

 

府 　 　 立

普
通

科

計

-
 

-
 

専 門 学 科

- 

普
通

科

総
合

学
科

公
立
高
等
学
校
　
府
立
市
立
別
・
学
科
別
・
学
年
別
・
男
女
別
生
徒
数

専 門 学 科

工
業

に
関

す
る

学
科

- 
- 

（
定
時
制
）

計
１

学
年

区
　

　
分

計
４

学
年

（
全
日
制
）

２
学

年
３

学
年

-
 

-
 

２
学

年
３

学
年

区
　

　
分

普
通

科

府 　 　 　 　 立

計

普
通

科

１
学

年

専  門  学  科

総
合

学
科
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学
　
年
 

 
区

　
分

(４
)

１
２

28
10
8

1
05

1
0
5

1
0
5

10
5

95
62

3
13

8
13

3
14

8
41

9
23
6

24
2

22
0

4
4

2
- 

70
8

1,
77
8

８
- 

45
51

48
5
6

50
50

30
0

85
70

70
22

5
23
6

21
7

21
4

- 
- 

-
-

66
7

1,
19
2

(４
)

２
０

28
15
3

1
56

1
5
3

1
6
1

15
5

14
5

92
3

22
3

20
3

21
8

64
4

47
2

45
9

43
4

4
4

2
- 

1,
37
5

2,
97
0

※
（
　
）
内
は
分
校
で
外
数
で
あ
る
。

合
計

公
立

特
別

支
援

学
校

　
児

童
生

徒
数

本
科

専
攻

科

小
学

部
中

学
部

府
立

京
都

市
立

高
等

部

学
校
数

幼 稚 部

１ 学 年

２ 学 年

３ 学 年

４ 学 年

５ 学 年

６ 学 年

計

１ 学 年

２ 学 年

３ 学 年

計

１ 　 　 　 学 　 　 　 年

２ 　 　 　 学 　 　 　 年

３ 　 　 　 学 　 　 　 年

1 　 　 　 学 　 　 　 年

２ 　 　 　 学 　 　 　 年

３ 　 　 　 学 　 　 　 年

研 　 　 　 究 　 　 　 部

計

合 計
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件 数
人

件 数
人

件 数
団 体

件 数
人

件 数
団 体

国
　

宝
5
2

7
3

4
4

4
1

1
5

8
2

3
0

1
8
5

7

重
　

文
3
0
3

7
2
7

4
9
7

4
2
8

1
8
5

7
4
8

2
8

2
5
1
,
9
1
1

(
7
)

1
5

登
　

録
6
3
0

6
3
0

1
1

2
1

1
4

(
1
1
)

国
　

宝
2
3
1

2
9
5

1
6
6

1
4
0

2
5
4

2
9
4

4
9

3
9
0
6

重
　

文
2
,
5
7
4
5
,
4
5
7
2
,
0
5
3
2
,
7
3
2
2
,
4
7
5
2
,
7
1
8

6
6
0

2
3
4

1
0
,
8
7
2

4
5

登
　

録
1
4
,
0
3
5
1
4
,
0
3
5

3
1

4
9

1
7

4
4

5
1

6
(
3
8
)

国
　

宝
2
3
%

2
5
%

2
7
%

2
9
%

6
%

2
8
%

6
%

0
%

2
0
%

重
　

文
1
2
%

1
3
%

2
4
%

1
6
%

7
%

2
8
%

4
%

1
1
%

1
8
%

登
　

録
4
%

4
%

3
3
%

1
1
%

1
2
%

2
5
%

2
5
%

8
%

（
注

）
１

　
国

宝
は

重
要

文
化

財
の

内
数

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
特

別
史

跡
名

勝
天

然
記

念
物

は
史

跡
名

勝
天

然
記

念
物

の
内

数
で

あ
る

。
　

　
　

３
　

京
都

府
の

美
術

工
芸

品
の

件
数

は
、

京
都

府
内

の
文

化
財

所
有

者
が

所
蔵

し
て

い
る

件
数

で
あ

る
。

 
４

　
重

要
無

形
文

化
財

保
持

者
及

び
選

定
保

存
技

術
保

存
団

体
に

は
、

重
複

認
定

が
あ

る
た

め
、

（
）

内
は

実
人

数
及

び
実

団
体

数
を

示
す

。

3
5
%

3
3
%

1
5
%

1
4
%

2
%

3
%

4
%

6
%

3
0
%

2
7
%

1
2
7

5
3

6
2

4
3

1
3
2

5
1

2
2
7

3
3
3

7
2

比 率 A / B

9
%

4
%

1
1
%

7
%

1
%

1
6

1
7

1
5

1

全 国 Ｂ

1
6
4

3
,
2
4
9

3
6

5
4

3
3

5
1
0

3
7

京 都 府 Ａ

1
4

1
4
1

4
4

保
　

持
　

者
保

存
団

体

芸
能

工
芸

技
術

そ
の

他

有 　 　 　 形

無 　 　 　 形

名 勝 天 然 記 念 物

特 別 史 跡

天 然 記 念 物

史 跡 名 勝

保
　

　
持

　
　

者
保

存
団

体

5

書 跡 典 籍 古 文 書

考 古 資 料

歴 史 資 料

計

区
分

８
　
国
指
定
・
登
録
文
化
財
等
の
全
国
及
び
京
都
府
内
所
在
件
数
等
一
覧

令
和

６
年

４
月

１
日

現
在

種
別

建
　

造
　

物
美

　
術

　
工

　
芸

　
品

記
　

念
　

物
無

形
文

化
財

民
俗

文
化

財

重 要 文 化 的 景 観

建 造 物 群 保 存 地 区

重 要 伝 統 的

選
 
定

 
保

 
存

 
技

 
術

件 数

棟 （ 基 ） 数

絵 画

彫 刻

工 芸 品

(％
)
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種
別

Ｓ
5
7 ～

区
分

R
4

指
定

5
1
8

登
録

2
0
9

1
,
4
0
4

決
定

7
0

選
定

1
2

(
認

定
)

1
8

件 数

棟 （ 基 ） 数

絵 画

彫 刻

工 芸 品

書 跡 ・ 典 籍

古 文 書

９
　
京
都
府
指
定
・
登
録
文
化
財
等
件
数
一
覧

令
和

６
年

４
月

１
日

現
在

建
　

造
　

物
美

　
術

　
工

　
芸

　
品

無
　

形
　

文
　

化
　

財
有 形 民 俗 文 化 財

無
 
形

 
民

 
俗

文
 
化

 
財

記
　

念
　

物
文 化 財 環 境 保 全 地 区

選
定

保
存

技
術

考 古 資 料

歴 史 資 料

計

工
　

芸
 
・

技
　

術
芸

　
能

無
　

形
　

の
文

化
的

所
産

文 化 的 景 観

合 　 　 　 計

年
 
度

 
別

 
件

 
数

区 分

R
5

件 数

 及 び 団 体

保 持 者

件 数

 及 び 団 体

保 持 者

件 数

 及 び 団 体

保 持 者

件 数

 及 び 団 体

保 持 者

名 勝

天 然 記 念 物

　 　 　 及 び 名 勝

天 然 記 念 物
計

件 数

保 持 者 及 び 団 体

計
風 俗 慣 習

民 俗 芸 能

計

史 跡

史 跡 及 び 名 勝

1
6

4
7

3
9

1
3

2
9
3

8
指

定
1
2
9

3
2
5

7
5

6
0

4
3

1
0

1
1

2
1

2
7

1
2

1
2

1
1

1
0

登
録

8
2

1
4
2

8
9

9

指 定
5
6
8

8
登 録

2
2
0

0

0
1
9

1
5

1
6
2

0
1

6
0

1
5

3

0
0

0
0

0
0

1
8

1
2

3
8

0
7

暫 定 登 録
1
,
3
9
6

3
6

暫
定

登
録

決 定
7
0

0

0
1
2

2
4

4
6

7
0

0

2
5

6
1

1
2
2

1
3

5
7
3

暫
定

登
録

7
4
5

7
4
5

2
4
2

1
0
9

1
0

3
7

選 定
1
7

0
認 定

(
3
4
)

(
1
)

4
9

2
9

2
6

0

4
2

1
1
6

1
6
2

2
8

9
0
4

8
合

計
9
5
6

1
,
2
1
2

3
2
5

1
7
8

5
3

1
5

6
4

3
4

5
7

9
1

5
6

1
2

1
2

1
1

1
0

2
,
2
7
1

4
4

2
3

1
0

2
,
2
1
3

2
2
6

2
1

1
1
0
6

7
0

認
定

認
定

認
定

認
定

認
定

認
定

認
定

認
定

認
定

決
定

選
定

選
定
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10 京都府教育委員会名簿 

 

                                                （令和６年４月１日現在） 

  職             名   氏        名 

教 育 長 

教 育 長 職 務 代 理 者 

委 員 

〃 

〃 

〃 

教 育 次 長 

教  育  監  兼  学校危機管理監 

管 理 部 長 

指 導 部 長 

管理部理事（総務企画課長事務取扱） 

高 校 改 革 推 進 室 長 

管 理 課 長

教 職 員 企 画 課 長 

教 職 員 人 事 課 長 

福 利 課 長 

学 校 教 育 課 長 

特 別 支 援 教 育 課 長 

高 校 教 育 課 長 

Ｉ Ｃ Ｔ 教 育 推 進 課 長 

保 健 体 育 課 長 

社 会 教 育 課 長 

文 化 財 保 護 課 長 

人 権 教 育 室 長 

幼 児 教 育 セ ン タ ー 長 

乙 訓 教 育 局 長 

山 城 教 育 局 長 

南 丹 教 育 局 長 

中 丹 教 育 局 長 

丹 後 教 育 局 長 

総 合 教 育 セ ン タ ー 所 長 

図 書 館 長 

山 城 郷 土 資 料 館 長 

丹 後 郷 土 資 料 館 長 

前  川  明  範 

小  畑  英  明 

千     容  子 

安  岡  良  介 

藤  本  明  弘 

鈴  鹿  可 奈 子 

大  路  達  夫 

村  山  和  久 

仲  井  宣  夫 

相  馬  直  子 

高  橋  和  男 

橋  長  正  樹 

石  田  英  樹 

浅  野     徹 

吉  岡  伴  幸 

原  田  龍  司 

中  村  義  勝 

廣  田  一  幸 

水  口  博  史 

小  西  良  尚 

井  上     哲 

杉  本     学 

石  崎  善  久 

力  石  淳  嗣 

岡  田  正  記 

大  上  裕  之 

坂  田  康  一 

山  下  俊  彦 

宮  下     繁 

安  藤  久 美 子 

山  本  康  一 

松  本  一  男 

福  島  孝  行 

岸  岡  貴  英 
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教育委員会名 教育長 教育委員会名 教育長

向日市 山 本 真 也 亀岡市 神 先 宏 彰

長岡京市 西 村 文 則 南丹市 國 府 常 芳

大山崎町 馬 場 信 行 京丹波町 松 本 和 久

宇治市 木 上 晴 之 綾部市 小 林 治

城陽市 北 澤 義 之 福知山市 廣 田 康 男

八幡市 川 中 尚 舞鶴市 廣 瀬 直 樹

京田辺市 山 岡 弘 高 宮津市 山 本 雅 弘

木津川市 竹 本 充 代 京丹後市 松 本 明 彦

久御山町 内 田 智 子 伊根町 岩 佐 好 正

井手町 中 田 邦 和 与謝野町 長 島 雅 彦

宇治田原町 奥 村 博 已
与謝野町宮津市

中学校組合
長 島 雅 彦

精華町 川 村 智

相楽東部
広域連合

岡 田 善 行

１１　京都府市町（組合）教育委員会 教育長一覧

（令和６年５月14日現在）
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【組織図】

担当

【文化生活部】

人 権 啓 発 推 進 室 （10） 企 画 ・ 推 進 係

文 化 企 画 係 京都学・歴彩館 （33）
文 化 政 策 室 (25) 政 策 推 進 係 (京都文化財団派遣) （２）
（企画調整理事含む） 文 化 連 携 推 進 係

総 務 企 画 係 自転車競技事務所 （５）

文 化 生 活 総 務 課 (27) 経 理 係 植物園 （31）

（部長、副部長含む） 府 民 協 動 係 (文化庁派遣) （５）
(宇治市派遣) （１）

文 化 の 人 づ く り 係
文 化 芸 術 課 （18） 芸 術 振 興 係

地 域 文 化 振 興 係

企 画 係 体育館 （６）
交 流 推 進 係

幼稚園 ・ 専 修学校係
文 教 課 小 ・ 中 ・ 高 校 係

経営支援・宗教法人係

安心・安全まちづくり推進課 （12） 防 犯 ・ 交 通 安 全 係 交通事故相談所

企 画 ・ 地 域 支 援 係

男 女 共 同 参 画 課 （14） 女性活躍・ワーク・ライフ・
（副部長含む） バ ラ ン ス 推 進 係

府民総合案内・相談センター （ 3 ） 総 合 案 内 ・ 相 談 係

企 画 ・ 啓 発 係
消 費 生 活 安 全 セ ン タ ー 相 談 ・ 情 報 係

調 査 ・ 指 導 係

生 活 営 業 係 動物愛護センター （５）
生 活 衛 生 課 （18） 食 品 衛 生 係

動 物 愛 護 係

【文化施設政策監】

文 化 施 設 政 策 監 付 （20）
（文化施設政策監含む）

本 庁
地 域 機 関 計280人
派 遣

192
80
8

（19）

ス ポ ー ツ 振 興 課 （13）

（13）

Ⅰ　組織

令和６年４月１日現在

地域機関等本庁課

１
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【事務分掌】 
 

■文化生活部 

 

【人権啓発推進室】 

 (１) 人権啓発の総合企画及び調整に関すること。 

 (２) 人権啓発の推進に関すること。 

 (３) 同和事業の整理等に関すること。 

 

【文化政策室】 

 (１) 文化行政の企画及び連携推進に関すること。 

 (２) 生涯学習（教育委員会の所管に属するものを除く。）に関すること。 

 (３) 文化財を守り伝える京都府基金に関すること。 

(４) 京都府立京都学・歴彩館、京都府立文化芸術会館、京都府立ゼミナールハウス、京都府立 

府民ホール、京都府立堂本印象美術館及び京都府立陶板名画の庭に関すること。 

 (５) その他文化行政（他課及び教育委員会の所管に属するものを除く。）に関すること。 

 

【文化生活総務課】 

 (１) 部の重要施策の企画及び総合調整に関すること。 

  (２) 特定非営利活動法人の認証、認定等に関すること。 

  (３) 社会貢献活動の促進に関すること。 

  (４) 府民運動の企画及び推進に関すること。 

  (５) 府民参画の推進に関すること。 

  (６) 自転車競技事務所に関すること。 

  (７) 京都府立植物園に関すること。 

  (８) 部内の人事及び組織に関すること。 

  (９) 部に属する予算の経理に関すること。 

 (10) 部の広聴及び広報の総括に関すること。 

  (11) 部内他課の主管に属さないこと。 

 

【文化芸術課】 

 (１) 文化を担う人材の育成及び文化の次世代への継承に関すること。 

 (２) 文化に関する創造的活動の促進に関すること。 

 (３) 文化を生かした産業及び地域の振興に関すること。 

 (４) 文化団体等に関すること。 

 

【スポーツ振興課】 

  (１) 府民スポーツ（教育委員会の所管に属するものを除く。）の振興に関すること。 

  (２) スポーツに係る国際大会の誘致等に関すること。 

  (３) 府民スポーツの奨励育成に関すること。 

  (４) 京都府府民スポーツ振興基金に関すること。 

  (５) 京都府立体育館及び京都府立京都スタジアムに関すること。 

 

【文教課】 

  (１) 私立学校に関すること。 

  (２) 私立専修学校に関すること。 

  (３) 私立各種学校に関すること。 

  (４) 学校法人に関すること。 

  (５) 宗教法人に関すること。 

  (６) その他文教に関すること。 
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【安心・安全まちづくり推進課】 

  (１)  安心・安全なまちづくりの企画及び総合調整に関すること。 

  (２) 犯罪のない安心・安全なまちづくりの推進に関すること。 

  (３) 犯罪被害者等支援に関すること。 

  (４) セーフ・コミュニティの推進に関すること。 

  (５) 交通安全に関すること。 

  (６) 交通事故の被害者の援助に関すること。 

  (７) 交通事故相談所に関すること。 

  (８) 自動車運転代行業に関すること。 

   

【男女共同参画課】 

  (１) 男女共同参画施策の総合企画及び調整に関すること。 

  (２) 男女共同参画の推進に関すること。 

  (３) 女性の活躍の推進に関すること。 

  (４) ワーク・ライフ・バランスの推進に関すること。 

 

【府民総合案内・相談センター】 

  (１) 府民総合案内に関すること。 

  (２) 府民相談に関すること。 

 

【消費生活安全センター】 

  (１) 消費生活に係る安全確保及び取引方法の適正化に関すること。 

  (２) 消費者の教育及び啓発に関すること。 

  (３) 災害時における生活必需品等の確保に関すること。 

  (４) 消費生活協同組合に関すること。 

  (５) 金融広報に関すること。 

  (６) 消費生活に係る相談及び指導に関すること。 

  (７) 商品テストに関すること。 

  (８) その他消費生活の安定と向上に関すること。 

 

【生活衛生課】 

 (１) 旅館、興行場、公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所等に関すること。 

  (２) クリーニング師及びふぐ処理師に関すること。 

  (３) 食品衛生に関すること。 

  (４) と畜場、食鳥処理場及び化製場等に関すること。 

  (５) 建築物の衛生的環境の確保に関すること。 

  (６) 墓地、埋火葬及び胞衣産汚物に関すること。 

  (７) 狂犬病の予防に関すること。 

  (８) 動物の飼養管理及び愛護に関すること。 

 (９) 人と動物の共生社会づくりに関すること。 

  (10) 京都府動物愛護センターに関すること。 

(11) 住宅宿泊事業に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。 

(12) その他生活衛生に関すること。 

 

■文化施設政策監  

 

【文化施設政策監付】 

(１) 文化施設等に係る政策及び整備の推進に関すること。 

   

 



【総括表（一般会計）】 ※（）内令和５年度２月補正予算含む

　○　歳　入

使用料及び
手 数 料

257,724 416 68,881 80 50,548 137,799

国庫支出金
11,047,690

(11,127,690)
271,568

166,007
(246,007)

66,500 10,415,573 1,000 51,808 60,354 14,880

財 産 収 入 3,874 795 2,839 4 236

寄 附 金
411,990

(511,990)
46,000

(146,000)
59,050 6,200 540 300,200

繰 入 金 87,330 77,458 9,872

諸 収 入
224,774

(231,774)
52,622 22,147

134,556
(141,556)

713 1,000 250 5,836 7,650

計
12,033,382

(12,220,382)
324,985

314,867
(494,867)

9,876
329,223

(336,223)
10,416,366 7,200 53,348 60,604 71,264 445,649

　○　歳　出

総 務 費
6,350,502

(6,557,502)
217,220

  2,160,113
(2,360,113)

2,162,826
605,742

(612,742)
2,351 376,135 156,179 34,586 635,350

民 生 費 352,720 352,720

衛 生 費 308,262 196,651 111,611

労 働 費 789 789

商 工 費 235,258 119,052 116,206

教 育 費 32,998,881 134,848 28,789 32,534,244 301,000

計
40,246,412

(40,453,412)
569,940

  2,160,113
(2,360,113)

2,613,377
634,531

(641,531)
32,536,595 376,135 156,968 34,586 116,206 111,611 936,350

【総括表（収益事業特別会計）】

　○　歳　入

款 予算額

収益事業収
入

24,423,770 　　　競輪事業収入

使用料及び
手 数 料

858 　　　競輪場売店使用料

財 産 収 入 14 　　　向日町競輪場施設等整備基金運用利子

繰 越 金 1,168,060 　　　前年度からの繰越金

諸 収 入 393,266 　　　場外開催受託事業収入等

計 25,985,968

　○　歳　出

款 予算額

競輪事業費 25,469,836 　　　競輪場運営に要する経費

繰 出 金 100,000 　　　一般会計への繰出金

諸 支 出 金 4,297 　　　地方公共団体金融機構納付金

予 備 費 411,835 　　　予備費

計 25,985,968

生活衛生課

(単位：千円）

文化施設政
策監付

(単位：千円）

文化政策室

文化生活総
務課

スポーツ振
興課

文教課

文化芸術課

Ⅱ　令和６年度　文化生活部予算状況

(単位：千円）

款 予算額

課　　　　　別　　　　　内　　　　　訳

人権啓発推
進

文化政策室
文化生活総
務課

スポーツ振
興課

文教課

文化芸術課

安心・安全
まちづくり
推進課

男女共同参
画課

府民総合案
内・相談セ
ンター

消費生活安
全センター

安心・安全
まちづくり
推進課

男女共同参
画課

府民総合案
内・相談セ
ンター

消費生活安
全センター

生活衛生課
文化施設政
策監付

款 予算額

課　　　　　別　　　　　内　　　　　訳

人権啓発推
進

備           考

備           考

(単位：千円）
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【主要事項等】（令和５年度２月補正予算含む）

１　人権が尊重される共生社会の実現に向けた取組

人権啓発費 人権啓発推進室

１４０，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

(1) 啓発・相談

・

・

・

・

(２) 市町村支援等

・

・

・

２　文化力による未来づくりに向けた取組

文化力による未来づくり事業費

１，２７１，２０１千円

１　趣旨

２　事業内容

（１）文化活動を担う人づくり

・

(２) 文化の保存及び継承　

・

(３)新たな文化の創造

・

(４)文化資源を生かした地域づくり

・

(５) 文化資源を活用した経済の活性化

・

(６)多様な京都の文化の発信

・

(７) 文化活動を支える基盤づくり

・

事 業 名 担 当 課

予 算 額

事 業 内 容

　一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、それぞれの幸福を最大限に追及することができる共
生社会の実現を図るため、様々な人権課題に関する啓発・相談等を実施

新聞、テレビ・ラジオ、ホームページ、SNSなど様々な媒体を通じた啓発・広報

事 業 名 担 当 課 文化政策室、文化芸術課

予 算 額

事 業 内 容

　文化の保存・継承から発展、創造、活用まで文化政策を総合的に推進する施策を実施し、
心豊かでより質の高い府民生活及び各地域の活性化の実現を目指す。

ヒューマンフェスタ、人権フォーラムなどのイベント開催

インターネット上の人権侵害への対応

人権問題法律相談（京都府人権リーガルレスキュー隊）の実施　等

人権啓発指導者養成研修会の実施

インターネットによる人権侵害対策研究会の開催

市町村が実施する人権啓発事業に対する助成　等

文化活動を専門人材が支援する仕組みを構築することで、文化の「つくり手」「受け手」双方
の水準を向上させるとともに、府内各地域の文化活動の活性化を目指す取組の実施

府域で文化に関わる（担う・支える・楽しむ）人が増え、その裾野が広がることを目指す取組
の実施

地域の行催事や文化財の価値を理解するとともに、大切に守り、継承していく活動に携わる
人が増え、関心が高まることを目指す取組の実施

京都の文化と最先端技術をはじめとする多彩な分野との交流が、京都府のいたるところで
生まれることを目指す取組の実施

専門人材による支援のもとで、地域における文化活動が活発になることを目指す取組の実
施

京都が、作品の制作から販売まで行う場であると国内外から認識され、文化に関係する人
が集まるとともに、京都から世界に通じる人が輩出されること、さらには文化を基軸とした産
業の振興を目指す取組の実施

日本が世界から注目される国際的なイベント等を契機として、京都文化の発信を進めること
を目指す取組の実施
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３　文化の力で世界に貢献する京都の実現に向けた取組

文化政策室、文化芸術課

２１０，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

（１）Music Fusion  in Kyoto 音楽祭の開催

Music Fusion in Kyoto 音楽祭プレコンサート（新規）

・

(２)「京都国際アートフェア」の開催

①「Art Collaboration Kyoto」の開催

・

②「ARTISTS’ FAIR KYOTO」の開催

・

③「京都アートラウンジ」の開催

・

④「Kyoto Art for Tomorrow（新鋭選抜展）」の開催

・

４　地域の多様な主体の協働による地域課題解決に向けた取組

地域交響プロジェクト推進費

２８１，８３３千円

１　趣旨

２　事業内容

（１）地域交響プロジェクト交付金

・

・

・

・ 災害時の被災地復旧活動を支援

（２）伴走支援・基盤強化事業

・

・

事 業 名 京都文化力世界発信事業費 担 当 課

予 算 額

事 業 内 容

事 業 名 担 当 課 文化生活総務課

予 算 額

事 業 内 容

　地域の課題に府・市町村等と連携・協働して対応できる地域団体を育成する仕組みを構築
し、安心・安全な暮らしを支える地域づくりを推進

　誰もが親しみやすい文化である音楽やアートを京都から世界に発信

2025年開催に向けた機運醸成のため、府内各地で室内楽コンサートや府内小中学生を対
象にした公演・指導等を実施するプレイベント等を開催

Art Collaboration Kyoto の開催により誘客したギャラリー、コレクター等を、連動して実施す
る各種フェアとマッチングさせることにより、京都の若手作家育成の仕組みを構築

国内外で活躍する京都ゆかりの芸術家が主体となり、芸術家自身が出展者として展示販売
する京都創発のアートフェアを開催

若手芸術家の作品販売や企業の制作支援等へ繋げるため、若手芸術家と芸術活動に関
心を持つ企業経営者等との交流会を開催

日本画、洋画、工芸等の分野を超えた幅広い芸術分野を対象に、京都を中心に活躍する若
手芸術家の選抜展を開催

特に地域の支えを必要とする重要課題（子育て、要配慮者支援、防災、多文化共生、移住
促進等）の解決を支援
地域課題全般の解決を対象とし、伴走支援・基盤強化事業とあわせて、自立的な事業運営
を支援
地域の総合的な問題解決に取り組む自治会・ＮＰＯ等の協働体（協働推進型プラットフォー
ム）の形成を支援

専門家等による支援や財源・人材確保等に関するセミナーによる支援

地域コミュニティが地域で抱える課題を掘り起こし、その解決方法や目指すべき方向性を共
有するため、地域に関わる多様な主体が対話する場の設置等を支援
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５　誰もが親しみ夢が広がるスポーツの振興に向けた取組

１０，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

・

１，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

・

６　私立学校の振興等に向けた取組

私立学校教育振興補助金 文教課

３０，５１７，７８８千円

１　趣旨

２　事業内容

(１)私立高等学校あんしん修学支援事業費

・

(２)奨学のための給付金

・

○予算の内訳

事 業 名 京のスポーツ・スタジアム夢づくり事業費 担 当 課 スポーツ振興課

予 算 額

事 業 内 容

　少子化の中でも、将来にわたりすべての子どもたちがやりたいスポーツ・文化芸術活動に親
しむことができる機会の確保に向けた施策を推進

検討会議の開催や民間スポーツ団体等へのヒアリングを実施

事 業 名 担 当 課

予 算 額

事 業 内 容

　子どもたちがスポーツを通じて夢や希望を持てるよう、府内プロスポーツチームと連携したス
ポーツ体験教室や、様々な競技のトップアスリートとの交流等を促進することで、スポーツの
裾野拡大となる取組を展開

サンガスタジアムby KYOCERAにおいて、府内プロスポーツチームに所属するトップアスリート
等を招聘し、子どもたちが様々な競技種目を、アスリートと体験できる交流会を実施

事 業 名 京のジュニアスポーツアカデミー構想推進事業費 担 当 課 スポーツ振興課

高 等 学 校 運 営 費 補 助 等 21,322,356

中 学 校 運 営 費 補 助 2,848,441

小 学 校 運 営 費 補 助 1,336,593

予 算 額

事 業 内 容

　私立学校が京都府の学校教育において重要な役割を果たしていることを踏まえ、私立学校
の教育条件の維持・向上、保護者の教育費負担を軽減

家庭の経済状況にかかわらず、修学の意志のある私立高校生が安心して勉学に打ち込め
るよう、修学費用負担を軽減

都道府県民税及び市町村民税非課税世帯の私立高校生等に対して、授業料以外の教育
費を給付

区分 予算額（千円）

計 30,517,788

幼 稚 園 運 営 費 補 助 等 4,341,625

専 修 ・ 各 種 学 校 教 育 振 興 補 助 等 91,505

私 学 関 係 団 体 補 助 577,268
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７　犯罪被害者等支援の推進に向けた取組

安心・安全まちづくり推進課

１２，４２９千円

１　趣旨

２　事業内容

(1) 犯罪被害者等支援強化事業

・

・

・

(２) 犯罪被害者等生活再建支援事業

・ 犯罪被害者等の生活再建に必要な転居費用の助成

(３) 犯罪被害者等法的援助助成事業

・ 犯罪被害者等が当事者として刑事裁判に参加するために必要な弁護士費用等の助成

(４) 犯罪被害者等支援府民理解促進事業

・ 犯罪被害者等支援に対する府民の理解増進のための啓発

８　男女共同参画社会の推進に向けた取組

男女共同参画課

１１８，２１８千円

１　趣旨

２　事業内容

(1) 京都ウィメンズベース事業

・

・

(２) マザーズジョブカフェ推進事業

・

(３)京都府男女共同参画センター運営事業 

・ 女性相談、男性相談の実施

・ 女性の社会参画支援のため、起業支援や地域における女性支援等を実施

(４) 女性つながりサポート事業

・ 民間団体による無料のカウンセリング・電話相談・ＳＮＳ相談・伴走支援等を実施　

事 業 名 犯罪被害者等支援総合対策事業費 担 当 課

予 算 額

事 業 名 女性活躍総合支援事業費 担 当 課

予 算 額

事 業 内 容

　京都ウィメンズベース・マザーズジョブカフェ・京都府男女共同参画センターの３所が連携し、
女性活躍をワンストップで支援するとともに、性別に関わらず様々な困難・課題を抱える方へ
の支援を実施

事 業 内 容

　「京都府犯罪被害者等支援条例」の制定に伴い、犯罪被害者等への支援の更なる充実を図
るため、新たな支援体制の構築、（公社）京都犯罪被害者支援センターの体制機能強化、支
援を行う人材の育成、生活再建支援や法的援助助成、社会機運の醸成に資する事業を実施

関係機関が支援内容を協議し進める支援調整会議の設置

個々の犯罪被害者等の状況に応じた支援をコーディネートする社会福祉士の配置

京都犯罪被害者支援センターの体制の充実・強化

中小企業における女性活躍や多様な働き方導入に関する相談・研修・制度整備等の支援
や「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証企業の拡大
企業の意思決定に参画できる役職への女性登用を推進するため、企業の中核人材となる
女性の育成研修等を実施

働きながら子育てしたい女性やひとり親家庭の方などのニーズに応じて、就業と子育てをワ
ンストップで支援
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９　消費者行政の推進に向けた取組

消費者あんしんサポート事業費

４４，５３２千円

１　趣旨

２　事業内容

（１）市町村相談センター支援事業等

・ 「ネット取引等あんしんチーム」による市町村相談のサポート

・ 府全域のリアルタイムな情報共有

・ 市町村相談センターの運営に対する助成

・ 近畿府県合同での調査・指導　等

（２）消費者被害防止対策事業

・

・ 市町村見守りネットワークの活動支援　等

（３）成年年齢引下げ対策事業

・

（４）消費者教育推進事業

・ 消費者市民社会の構築に向けた消費者教育の展開

10　食の安心・安全確保に向けた取組

きょうと「食の安心・安全」確保事業費

１６，４５５千円

１　趣旨

２　事業内容

（１）食品衛生監視指導

・

（２）食品検査

・

（３）遺伝子組換え食品検査　

・

（４）拠点保健所業務管理基準(ＧＬＰ)導入

・

予 算 額

事 業 内 容

　府民の安心・安全な消費生活を実現するため、高齢者の被害防止対策や成年年齢引下げ
に伴う消費者教育の推進及び市町村消費生活相談窓口の運営支援等を実施

悪質商法等被害の未然防止を図るため、見守り人材の養成や地域の見守りの担い手に
よる啓発を実施

成年年齢引下げ対策として、学校等における消費者教育の支援や、若年者を対象とした悪
質商法等による消費者被害防止対策を実施

事 業 名 担 当 課 生活衛生課

事 業 名 担 当 課 消費生活安全センター

ＧＬＰ(業務管理基準)の導入により、精度管理体制を構築するとともに検証体制を整備し、
検査の信頼性を確保

予 算 額

事 業 内 容

　食の安心・安全行動計画等を踏まえ、関係部局が連携し、食品表示の適正化、食に関する
情報発信、食品衛生監視指導等を強化することにより、府民の食への信頼を確保

食品衛生法改正に伴うHACCP（ハサップ）による衛生管理の制度化を踏まえ、事業者に衛
生管理の手法について啓発を行うとともに、食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」等に
よる自主衛生管理の推進、食品衛生監視機動班による事業者への監視・指導の実施や食
品等の放射性物質、添加物等の検査項目を充実し、食の安心・安全を確保

府内に流通している食品等の検査を行い、その結果を定期的に公表することで食の安
心・安全を確保

ＤＮＡ検査機器により遺伝子組換え食品の分析を実施し、表示内容の検査を行うことにより
食の安心・安全を確保
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11　京都府立植物園の次の100年に向けた新たな取組

植物園１００周年記念事業費

２４３，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

（１）植物園 100 周年記念祭等の開催

・ １００周年記念祭（記念式典、シンポジウム等）

・ メディアアートプロジェクト

・ 季節ごとの植物の魅力を発信する特別展示

（２）子どもはぐくみゾーンの整備

・

（３）京都植物誌プロジェクトの始動

・

12　北山エリア整備に向けた取組

北山エリア整備関連事業費 文化施設政策監付

１５，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

・ 各施設の整備内容や事業手法の調査・検討

・ 専門家会議の開催

・ 北山エリア全体の整備内容の周知・理解促進　等

13　北部医療センターの機能強化に向けた取組

北部医療センター地域医療連携機能強化検討費 文化施設政策監付

１，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

・ 北部医療センターを中心に、北部地域における各病院の役割分担や病院間の連携、人材
の養成・確保を強化するための調査・検討等を実施

事 業 名 担 当 課 文化施設政策監付、文化芸術課

予 算 額

事 業 内 容

事 業 内 容

　北山エリアの整備内容について幅広く周知・理解促進を図るため、必要な調査・検討を実施

　令和６年１月１日に開園 100 周年を迎えた府立植物園において、更なる魅力を創出する記
念事業を実施するとともに、次の 100 年に向けた新たな植物園の取組を開始

子どもたちが楽しく遊びながら植物について学べるエリアや、子ども用トイレ・授乳室を整備

京都の植物多様性保全を推進するため、府内植物証拠標本を網羅した「京都植物誌」の制
作に向け、ボランティアの新規募集や研修、植物調査等を実施

事 業 名 担 当 課

予 算 額

事 業 名 担 当 課

予 算 額

事 業 内 容

　府立医科大学大学院北部地域医学コースの設置や府立看護学校建替整備等の動向を踏
まえ、北部地域における医療機関の連携や人材育成の強化を図る。
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14　「ドナルド・マクドナルド・ハウス 京都」整備に向けた取組

「ドナルド・マクドナルド・ハウス 京都」整備応援事業費 文化施設政策監付

３００，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

・ ふるさと納税制度を活用して寄附金を募集

15　向日町競輪場再整備に向けた取組

向日町競輪場老朽化施設解体費 文化施設政策監付

６５９，０００千円(債務負担行為７６０，０００千円)

１　趣旨

２　事業内容

・ バンク、スタンド、投票所、選手宿舎など老朽施設の全面的、段階的な解体、除却を実施

事 業 名 担 当 課

予 算 額

事 業 内 容

　「向日町競輪場基本構想」を踏まえた向日町競輪場の再整備を行うため、老朽施設の解体
を実施

事 業 内 容

　府立医科大学附属病院と京都大学医学部附属病院、ドナルド・マクドナルド・ハウス財団が
共同で整備を進める「ドナルド・マクドナルド・ハウス 京都」について、ふるさと納税制度を活用
した財源確保を支援

事 業 名 担 当 課

予 算 額
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（その他の主要事項等）

（単位：千円）

1 人 権 啓 発 推 進 室 352,720 隣保館の運営・活動の助成等

2 文 化 政 策 室
文 化 芸 術 課

102,000
「文化の心」の次世代への継承を図るため、茶道、華道等
の生活文化や地域の伝統文化、食文化を深く知る機会を
創出

3 4,000
文化庁京都移転を契機として、行政、経済界、文化団体
等がオール京都で全国のモデルとなる新たな文化施策を
検討するとともに、一体的な発信を実施

4 85,900

学術上又は文化的価値の高い貴重な文化財の保全を図
るため、「文化財を守り伝える京都府基金」への寄附金等
を活用しながら、未指定文化財を含む文化財の保存、修
理、防災対策等を総合的に推進

5 15,000

祇園祭山鉾懸装品のうち文化財的価値が高く、大型で貴
重な前掛・胴掛・見送りなどの懸装品を退役保存するた
め、その代替として現代の意匠・染織技術の粋を集めた
懸装品新調事業に対して補助

6 文 化 生 活 総 務 課 10,000

府民一人ひとりの夢や希望が全ての地域で実現できる京
都府を目指し、府民全体で地域創生に取り組む機運を醸
成するため、「きょうと地域創生府民会議」が実施する「府
民交流フェスタ」の開催を支援

7 ス ポ ー ツ 振 興 課 5,000
スタジアムのにぎわいづくりのため、ＴＥＡＭ京都コンソー
シアムや京都サンガＦ.Ｃ.ホームタウンなどと連携し、府内
全体でホームゲームを盛り上げる取組を推進

8 文 教 課 76,000
私立幼稚園の施設や機能を活用した育児中の保護者向
けの子育て相談や育児教室、２歳児受け入れ等の実施を
促進することで、育児期の不安の軽減・解消を図る。

9 8,934
学校等における問題の早期発見・早期対応、児童生徒・
保護者からの相談への対応など、いじめ、不登校、問題
行動等に対する総合的なサポート体制の充実を図る。

10 安心・安全まちづくり
推 進 課

6,490
地域防犯活動の拠点「府民協働防犯ステーション」や地域
を守る子ども・地域安全見守り隊の活動支援等、地域防
犯力向上に向けた取組等を実施

11 2,500 交通事故で亡くなった交通巡視員のご遺族からの寄附を
活用し、交通事故をなくすための安全教育を実施

12 2,000 軽微な罪を犯した人の立ち直りを支援するため、本来必
要な福祉的支援に早期かつ適切につなぐ取組等を実施

未入園児保育支援事業費

課　名 事　　　　　　項 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要

隣保館運営等助成費

京都の文化次世代継承事
業費

文化連携推進事業費

こころのふるさと京都の文
化財保護事業費

祇園祭山鉾懸装品新調事
業費補助金

きょうと地域創生活動推進
事業費

スタジアムわいわい絆づくり
推進事業費

いじめ防止・不登校支援等
総合推進事業費

防犯まちづくり推進事業費

未来へつなぐ交通安全推進
事業費

初期段階再犯防止強化事
業費
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（単位：千円）

課　名 事　　　　　　項 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要

13 男 女 共 同 参 画 課 4,619
ドメスティック・バイオレンスの被害者支援や予防・啓発等
を実施

14 府民総合案内・相談
セ ン タ ー

33,332
府民総合案内・相談センターの運営及び府民相談等を実
施

ドメスティック・バイオレンス
対策事業費

府民総合案内・相談セン
ター運営費
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14 
 

Ⅲ 文化生活部主要計画等 

 
【主要計画等】 

 
名称 内容 備考 

 
京都府人権教育・啓
発推進計画（第２次） 

 
一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自分らし

く生きることのできる社会の実現に向けて、人権という普
遍的文化を構築するため、人権教育・啓発に関する施策の
基本的指針を策定 
 

 
計画期間： 
平成 28～令和
７年度 
（10 年間） 

 
京都府文化力による
未来づくり基本計画 

 
文化の保存・継承から発展、創造、活用まで文化政策を

より総合的に推進するため、「京都府文化力による未来づ
くり条例」第７条に基づき策定 
※京都府文化力による未来づくり基本計画については、
６月定例会で新たに上程する「文化が活きる京都の推
進に関する条例（案）」に基づき見直し予定。 

 

 
計画期間： 
令和元～５年度
（５年間） 
 

 
京都府犯罪のない安
心・安全なまちづく
り計画 

 
犯罪のない安心・安全なまちづくり施策を総合的に推進

するとともに、再犯防止施策、犯罪被害者支援を実施する
ため、「京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例」第
３条に基づき策定 
※「再犯の防止等の推進に関する法律」第８条に規定す
る地方再犯防止推進計画及び「京都府犯罪被害者等支
援条例」第９条に規定する犯罪被害者等支援推進計画
として位置付ける。 

 

 
計画期間： 
令和６～10 年
度（５年間） 
 

 
第 11 次京都府交通
安全計画 

 
府域における陸上交通の安全に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するため、「交通安全対策基本法」第 25条
第１項に基づき策定 

 
計画期間： 

令和３～７年度

（５年間） 

 
京都府自転車安全利
用促進計画 

 
自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的に推

進するため、「京都府自転車の安全な利用の促進に関する
条例」第７条に基づき策定 
  

 
計画期間： 
令和３～７年度
（５年間） 
 

 
京都府男女共同参画
計画―ＫＹＯのあけ
ぼのプラン（第４次） 
 

 
男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野の活動

に参画する機会が確保され、個性と能力を発揮できる男女
共同参画社会の実現に向け、各種施策を総合的に推進する
ため、「男女共同参画社会基本法」第 14条に基づき策定 
 

 
計画期間： 
令和３～12 年
度（10 年間） 

 
配偶者等からの暴力
の防止及び被害者の
保護・自立支援に関
する計画（第５次） 

 
配偶者等からの暴力に関し、被害者自身や周囲による被

害への気づきを促し、地域における身近な相談から保護・
社会的自立までの切れ目のない支援の推進を図り、ＤＶを
容認しない社会のさらなる実現をめざすため、「配偶者か
らの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条
の３に基づき策定 
 

 
計画期間： 
令和６～10 年
度（５年間） 
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名称 内容 備考 

 
京都女性活躍応援計
画 
 
 
 
 

  
経済団体等と行政（京都府・京都市・京都労働局）とが

連携して発足した女性の活躍推進組織「輝く女性応援京都
会議」により策定。本会議で採択した４つの行動宣言に基
づき取り組むことにより、男女が共に多様な生き方・働き
方を実現し、ゆとりがあり、豊かで活力にあふれ、「生産性
が高く持続可能なまち・京都」を目指す。 
※「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
（女性活躍推進法）」第 6 条第 1 項に基づく京都府の
推進計画として位置付ける。 

 

 
計画期間： 
平成 28～令和
７年度 
（10 年間） 

 
京都府安心・安全な
消費生活の実現を目
指す行動計画 

 

府民の連携・協働のもと、安心・安全な消費生活を実現

するため、「京都府消費生活安全条例」第７条に基づき策定 

 ※「消費者教育の推進に関する法律」第 10 条に基づく京

都府の消費者教育推進計画として位置付ける。 
 

 
計画期間： 
令和４～６年度
（３年間） 

 

京都府食品衛生監視

指導計画 

 
年度内に実施する監視指導の内容を定めるとともに、

「京都府食の安心・安全行動計画」の食品衛生に係る施策
目標を達成するため、「食品衛生法」第 24 条に基づき策定 

 
計画期間： 
令和６年度 

（１年間） 

 

京都府動物愛護推進

計画 

 

動物の適正飼養の徹底や動物愛護の精神を広く周知・啓

発するため、「動物の愛護及び管理に関する法律」第６条に

基づき策定。令和２年４月に示された動物愛護管理基本指

針（環境省）に基づき、令和３年３月に一部を改定 

 
計画期間： 
令和３～令和
12 年度 

（10 年間） 
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Ⅳ 関係施設 
 

  施設名 

項目 
府  立  植  物  園 府 立 陶 板 名 画 の 庭 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒606-0823 
 京都市左京区下鴨半木町 
  075-701-0141(代) 

〒606-0823 
  京都市左京区下鴨半木町 
  075-724-2188 

 
施 設 の 特 徴 

 植物を育成栽培して公開し広く府民の“い
こいの場”“教養の場”として、大正 13 年１
月１日に開園した国内を代表する総合植物園 

  名画の造形と色彩を忠実に再現し、永く保存
できるように作られた陶板画８点を展示した
安藤忠雄氏の設計による絵画庭園 

設 置 年 月  大正１３年１月  平成６年３月 

敷 地 面 積  約２４０，０００㎡  ２，８４９㎡ 

延 床 面 積   －   － 

施 設 の 内 容 
 
 
 
 
 
 
 

 保有植物  約 12,000 種 
               入園料  温室観覧料 
 一 般       200 円       200 円 
 高 校 生       150 円    150 円 

※年間パスポートあり（一般 1,000 円、高 
校生 750 円、有効期間１年） 

※中学生以下は無料 
※70 歳以上の方、障害のある方とその介護

者は免除（証明するものが必要）、きょ
うと子育て応援パスポート事業対象施設 

※植物園と陶板名画の庭との共通入園券を 
  使用される場合  
 入 園 料   一  般     250円 
        高 校 生     200円 
 開  園   9：00 ～ 17:00 
                     （入園は 16:00 まで） 
 休 園 日   年末年始 

ミケランジェロ作「最後の審判」等を展示 
  入 園 料 
  一  般         100 円 

※中学生以下は無料 
※70 歳以上の方、障害のある方とその介護

者は免除（証明するものが必要）、きょう
と子育て応援パスポート事業対象施設 

※植物園と陶板名画の庭との共通入園券を
使用される場合 

  入 園 料 
  一 般        250 円 
  高 校 生        200 円 
 開  園 9：00～17：00 
                 （入園は 16:30 まで） 
 休 園 日 年末年始 
 

運営者・管理者   府  直 営   北山街協同組合 

担 当  文化生活総務課（文化施設政策監付）  文化政策室 

 

  施設名 

項目 
府立京都学・歴彩館 府立ゼミナールハウス 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒606-0823 
 京都市左京区下鴨半木町 1-29 
 075-723-4831 

〒601-0533 
 京都市右京区京北下中町鳥谷２ 
 075-854-0216 

 
施 設 の 特 徴 

 京都の歴史・文化の研究支援、学習・交流
機能や京都に関する資料を総合的に収集、保
存、公開する北山の新文化・学習交流拠点 

  自然豊かな環境の中で、大学生をはじめ高齢
者から子どもまで多世代を対象とする宿泊が
可能な研究討議や生涯学習研鑽の場 

設 置 年 月  平成２８年１２月  昭和５１年９月 

敷 地 面 積  約１３，４００ ㎡  ９０，０９８ ㎡ 

延 床 面 積   約２４，０００ ㎡     ４，４９２ ㎡ 

施 設 の 内 容 
 
 
 
 
 
 
 

○交流フロア（１階） 
・大ホール 484 席、小ホール 100 席、学習室 83 席  
・展示室、京都学ラウンジ、京都学デジタル資料閲覧コーナー 
○探究フロア（２階） 
 京都学・歴彩館、府立大学、府立医科大学 

が収蔵する図書資料、古文書等約 106 万冊
点、学術雑誌約 2,000 種を閲覧可能 

○開 館  平日：9：00～21：00 
       ※京都学ラウンジは 18 時まで 
      土日：9：00～17：00 
○休館日  毎月第２水曜日、祝日法に定め

る休日、年末年始、蔵書整理期 
            間 

総合ゼミ室（定員 280 人）      １室 
ゼミ室（洋室）（定員 20～64 人）   ５室 
ゼミ室（和室）（定員 4～40 人）  １０室 
ゼミ室料金（１日）1,400 円～45,500 円 
宿 泊 室  （定員 143 人） 
運動広場：ゲートボール１面、テニス２面（バ     

レーボール、バドミントン兼用）、
レンタサイクル５０台、オリエンテ
ーリングコース２～５㎞、キャンプ
ファイヤー（７月～９月） 

休館日：１月～２月の第３月曜日、年末年始 
 

運営者・管理者   府直営､一部指定管理者(ｺﾝｸﾞﾚ･日本管財･丸善雄松堂共同事業体）   一般財団法人 京都ゼミナールハウス 

担 当  文化政策室  文化政策室 
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  施設名 

項目 
大 山 崎 山 荘 府 立 文 化 芸 術 会 館 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒618-0071 
 乙訓郡大山崎町字大山崎銭原５-３ 
  075-957-3123(代) 

〒602-0858 
 京都市上京区寺町通広小路下ル東桜町１ 
 075-222-1046 

 
施 設 の 特 徴 

 天王山地域において、昭和初期に建てられ
た山荘が美術館としてよみがえり、自然と山
荘、庭園が調和した府民の生涯学習の場 

  文化芸術を愛する人々に発表と交流の場を
提供するなど京都における文化芸術創造活動
のための専門施設 

設 置 年 月  平成８年４月  昭和４５年１月 

敷 地 面 積  １５，６１７ ㎡ （うち府所有 １０，１３５ ㎡）  ４，４６８ ㎡ 

延 床 面 積   －   ４，３８８ ㎡ 

施 設 の 内 容 
 
 
 
 
 
 
 

大山崎山荘周辺庭園（京都府所有） 
  琅玕洞（トンネル）、旧車庫（現休憩所）、

栖霞楼（物見塔）は平成 16 年に登録有形
文化財に登録 

 入園料     無料 
大山崎山荘美術館（アサヒビール㈱所有） 
・常設展 山本（ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ初代社長）コレクショ      

ン、モネの名作「睡蓮」を展示 
  ・企画展 
入館料（団体割引）   

  一  般   900 円（800 円） 
  高・大学生   500 円（400 円） 
  小中学生   無料 
  ※障害者手帳をお持ちの方 300 円 
 開園(開館)   10：00 ～ 17:00 
 休園日(休館日) 月曜日、年末年始 

ホ ー ル    419 席 
展 示 室     2 室 
会 議 室     4 室 
開   館 9：00～21：30 
休 館 日 年末年始 

 
 

運営者・管理者 公益財団法人アサヒグループ財団 創（公益財団法人京都文化財団・株式会社   

コングレ共同事業体） 

担 当  文化政策室  文化政策室 

 

  施設名 

項目 
府 立 府 民 ホ ー ル 

（アルティ） 
府立堂本印象美術館 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒602-0912 
 京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町 590-1 
 075-441-1414 

〒603-8355 
 京都市北区平野上柳町 26-3 
 075-463-0007 

 
施 設 の 特 徴 

 優れた文化芸術活動の場を提供し、府民の
文化の向上に寄与するため整備された舞台芸
術発表のためのホール 

  京都が生んだ世界的芸術家堂本印象画伯が、
生涯にわたって創造した多彩な芸術作品(約 
2,000 点余収蔵)を一堂に集めた美術館 

設 置 年 月  昭和６３年１０月  平成４年４月 

敷 地 面 積  ４，４７３ ㎡（公館含む）  ２，４３５ ㎡ 

延 床 面 積   ５，３８２ ㎡（ 〃  ）   １，２６７ ㎡ 

施 設 の 内 容 
 
 
 
 
 
 
 

ホ ー ル  １階 460 席 
           ２階 100 席 
 
 ホール全体が 94 面に分割された電動昇降床 
 で構成されており、多彩な空間演出が可能 
 
 開   館 9：00～21：30 
 休 館 日 毎月第１・３月曜日 
       年末年始 
特定天井対策等工事のため、令和６年８月末 
まで休館中 
 
 

入 館 料 一  般       510 円 
      高 大 生       400 円 
      小中学生       200 円 
※ 65 歳以上の方、障害のある方は免除（証 

明するものが必要）、きょうと子育て応援 
パスポート事業の対象施設 

 開  館 9：30～17：00 
 休 館 日 毎週月曜日 年末年始 

運営者・管理者 創（公益財団法人京都文化財団・株式会社  

コングレ共同事業体） 
  公益財団法人 京都文化財団 

担 当 文化政策室  文化政策室 
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  施設名 

項目 
府 京 都 文 化 博 物 館 府 丹 後 文 化 会 館 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒604-8183 
 京都市中京区三条高倉 
 075-222-0888 

〒627-0012 
 京丹後市峰山町杉谷 1030 
 0772-62-5200 

 
施 設 の 特 徴 

 平安建都 1200 年を記念し開館。京都の歴史
・文化や国内外の美術・工芸を展示する総合
文化施設 

丹後地域の文化振興の中核となる広域文化
施設 

設 置 年 月  昭和６３年１０月  昭和５５年４月 

敷 地 面 積   ４，７９０ ㎡  ７，６９８ ㎡ 

延 床 面 積   １５，８５４ ㎡   ２，６２７ ㎡ 

施 設 の 内 容 
 
 
 
 
 
 
 

総合展示 一    般      500 円 
大  学  生       400 円 
高校生以下          無料 

※ 障害のある方は免除（証明するものが必 
要）、きょうと子育て応援パスポート事業
の対象施設 

 開  館 10：00～19：30 
 休 館 日 毎週月曜日 
      年末年始 
 
 
 
 
 
 
 

ホ ー ル      760 席（定員 1,000 人） 
 練 習 室       ３室 
 野外ステージ 
 開  館 9：00～22：00 
 休 館 日  毎週木曜日 
      年末年始 

 
 
 

運営者・管理者 公益財団法人 京都文化財団 公益財団法人 京都府丹後文化事業団 

担 当  文化政策室  文化政策室 

 

  施設名 

項目 
府 中 丹 文 化 会 館 府長岡京記念文化会館 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒623-0005 
 綾部市里町久田 21-20 
 0773-42-7705 

〒617-0824 
 長岡京市天神４-１-１ 
 075-955-5711 

 
施 設 の 特 徴 

 中丹地域３市の文化振興の中核となる広域
文化施設 

  乙訓地域２市１町の文化振興の中核となる
広域文化施設 

設 置 年 月  昭和５８年５月  昭和６３年５月 

敷 地 面 積  ４，０５０ ㎡  １１，０００ ㎡ 

延 床 面 積   ３，４７８ ㎡    ３，５７７ ㎡ 

施 設 の 内 容 
 
 
 
 
 
 
 

ホ ー ル   886 席（定員 1,000 人） 
 練 習 室    ３室 
 開  館 9：00～22：00 
 休 館 日  毎週月曜日 
      年末年始 
 
 
 
 
 
 
 

ホ ー ル  1,000 席 
 練 習 室    ３室 
 開  館 9：00～22：00 
 休 館 日  毎週月曜日 
       年末年始 

運営者・管理者 公益財団法人 京都府中丹文化事業団  公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団 

担 当 文化政策室 文化政策室 
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  施設名 

項目 
元府議会議員公舎（旧富岡鉄斎邸） 島津アリーナ京都（府立体育館） 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒602-0918 
 京都市上京区室町通薬屋町 424、425、429 
 075-341-9756 

〒603-8334  
 京都市北区大将軍鷹司町 
 075-462-9191(代) 

 
施 設 の 特 徴 

国内外へ日本文化等を発信し、文化芸術を
通した交流拠点とすることで、文化芸術の振
興にとどまらず産業等の振興を図るための施
設 

 府民の健康で文化的な生活の向上に寄与す
るため、スポーツの振興を図るとともに、行事、
催物その他の用に利用できる府内有数の大規
模施設 

設 置 年 月  昭和 22 年 10 月（建替え：令和６年１月）  昭和４６年１０月 

敷 地 面 積  １，２６７㎡  １２，８４３ ㎡ 

延 床 面 積    ４１１㎡ １４，０１５ ㎡ 

施 設 の 内 容 
 
 
 
 
 
 
 

洋室１（58 ㎡） 
洋室２（16 ㎡） 
茶室（７畳） 
和室１（６畳） 
和室２（10 畳） 

※１ 予約に応じて開館（平日 9：00～17：00） 
※２ 土日祝日、年末年始及び管理者が定める

日は、閉館 

第１競技場 フロア：2,242 ㎡ 
       バレーボール・バスケットボー      

ル等３面可能 
      固定観覧席  ５，０１６席 
      階段式移動観覧席 ４８０席 
      大型映像装置 
第２競技場 フロア：  864 ㎡ 

バレーボール２面、           
バドミントン４面可能 

会議室 10 室、選手控室、放送室、トレーニン
グルーム、事務室、売店など 
利用料 第１競技場 １使用区分15,500円他 

第２競技場 １使用区分 6,120円他 
会議室   １使用区分 1,020円他        
トレーニング場   １回 350円 

開  館 9：00 ～ 21:00 
休 館 日 毎月第 1.2.5 水曜日、年末年始 

運営者・管理者  京都商工会議所 府 直 営 

担 当  文化政策室  スポーツ振興課 

 

  施設名 

項目 
京都トレーニングセンター ｻﾝｶﾞｽﾀｼﾞｱﾑ by KYOCERA(府立京都ｽﾀｼﾞｱﾑ) 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒622-0232 
 京都府船井郡京丹波町曽根崩下代 110-7 
 0771-82-2460 

〒621-0804  
 京都府亀岡市追分町 
  0771-25-3331 

 
施 設 の 特 徴 

ジュニアアスリートの育成強化拠点として
近隣大学等と連携した医・科学的トレーニン
グ指導を実施 

  府におけるスポーツ及び文化の振興を図る
とともに、地域のにぎわいの創出に資する球技
専用スタジアム 

設 置 年 月  平成２８年７月  令和元年１２月 

敷 地 面 積   －  ３３，１４０㎡ 

延 床 面 積   ５，５００ ㎡（丹波自然運動公園内）   ３５，６０１㎡ 

施 設 の 内 容 
 
 
 
 
 
 
 

医・科学的トレーニング 
○測定・分析 
  ・膝伸屈筋力測定 
  ・基礎体力測定 
  ・体組成測定 
 ・動作分析、映像加工 
○各種指導・相談 
 ・トレーニング指導 
 ・栄養相談 
  ・コンディショニング指導 
  ・メンタルサポート 
 ・メディカルサポート、医事相談 
 
開  館 9：00 ～ 21:00 
休 館 日 年末年始 
 
 
 

〇ﾌｨｰﾙﾄﾞ  126m×84m 
〇観客席  約 21,600 席 
  観戦環境：ｽﾀﾝﾄﾞ最前列からﾋﾟｯﾁまで 
       7.5～10.5ｍ、高低差 1.2ｍ 
  屋  根：観客席より 2ｍ張り出し 
〇大型映像設備    ２面 
〇帯状映像設備   ３ヶ所 
〇サイネージ      37 台 
〇会議室等        37 室 
〇フードコート   ２店舗 
〇クライミング  ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ、ﾘｰﾄﾞ、ｽﾋﾟｰﾄﾞ 
〇3×3 ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ   ２面 
○足湯施設 
○VR･ｅスポーツ施設 
開  館 9：00 ～ 21:00  
休 館 日 年末年始 

運営者・管理者 公益財団法人 京都府立丹波自然運動公園協力会 合同会社ビバ＆サンガ 

担 当  スポーツ振興課 スポーツ振興課 
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  施設名 

項目 
府交通事故相談所 府男女共同参画センター（らら京都） 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒602-8570 
京都市上京区下立売通新町西入ル 
京都府庁旧本館１階 
075-414-4274 
(舞鶴支所) 
〒625－0036  舞鶴市字浜２０２０ 
(中丹広域振興局舞鶴総合庁舎 3 階) 
0773-62-0726 
 

〒601-8047 
京都市南区東九条下殿田町 70 
京都テルサ東館２Ｆ 
075-692-3433 

 
施 設 の 特 徴 

専門的かつ高度な交通事故相談に対応した
施設 

男女共同参画と女性の社会参画を推進するため
の拠点となる施設 

設 置 年 月 昭和４３年４月（舞鶴支所）昭和４８年１月 平成８年４月 

敷 地 面 積  － － 

延 床 面 積 ７１㎡     （舞鶴支所）２６．５㎡ － 

施 設 の 内 容 
 
 
 
 
 
 
 

〇交通事故に関するさまざまな相談の窓口 
 
 ＜相談内容＞ 
  示談の仕方、自賠責保険等の利用・請求  

の仕方等の賠償問題 等 
 ＜受付時間＞ 
  月～金曜日(祝日・年末年始除く) 
  面接相談／9:00～11:30､13:00～16:30 
   電話相談／9:00～17:00   
 
○巡回相談 
 月１～2 回 
 各広域振興局総合庁舎において実施 
 
○弁護士相談 
 本所／偶数月 
 予約制で交通事故を専門とする弁護士（ア 

ドバイザー）を交え相談に対応 
 

○府男女共同参画センター・マザーズジョブカ 
フェ・京都ウィメンズベースの３所を京都テ 
ルサへ集結させ、女性活躍支援のワンストッ 
プ拠点化を図る 

 
相談室         1 室 
チャレンジオフィス   1 室（５区画） 
ワーキングルーム    1 室 
ミーティングルーム   1 室 
交流コーナー       
 
開 館 月～土曜日 9：00～19:00 
         
休館日 日曜日､祝日  
    年末年始         

運営者・管理者 府 直 営 一般財団法人 京都府民総合交流事業団 

担 当 安心・安全まちづくり推進課 男女共同参画課 
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  施設名 

項目 
京都動物愛護センター 京都向日町競輪場 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒601-8103 
京都市南区上鳥羽仏現寺町 11 番地 
075-671-0336 
（支所） 
〒610-1101 
京都市西京区大枝沓掛町 24-5 

〒617-0002 
 京都府向日市寺戸町西ノ段５ 
 075-921-0321 

 
施 設 の 特 徴 

人と動物が共生する社会づくりを目指し、全
国初となる都道府県と政令市が共同して設置・
運営する動物愛護・管理施設 

 自転車競技法に基づき運営される公営競技・競
輪を開催するための施設 

設 置 年 月 平成 27 年４月（支所：昭和 63 年４月）  昭和２５年１１月 

敷 地 面 積  １１，３１２ ㎡  ５７，８８８．５５㎡ 

延 床 面 積 １，２７３㎡ （支所：４１６㎡）  ４１，１８５㎡ 

施 設 の 内 容 
 
 
 
 
 
 
 

〇動物棟にて、保護・収容された犬猫の飼育、
健康管理を行う譲渡事業を中心に、動物愛護
や犬・猫等ペットの適切な飼養管理の普及啓
発事業を実施 

 
＜付帯施設・設備＞ 
 
〇事務所棟 
 ・会議室 
 ・ふれあい室 
〇動物棟 
 ・治療室 
 ・収容室、検疫室、譲渡室 
〇その他 

・ドッグラン（利用料） 
共用ゾーン １頭につき 300 円/時間 
専用ゾーン（要事前予約） 

 ５頭まで 3,050 円/時間 
      ※６頭目からは１頭を超え

るごとに 300 円追加 
・トリミングルーム（利用料） 

  1,010 円/時間 
 
＜開所＞9:00～17:00 
＜休所＞木曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年
始 
 

バンク 周長４００m 
収容人数 約 20,000 人 
球技施設 テニスコート(２面) 
 
入 場 料 無料（本場開催時のみ５０円） 
開  門 10：00 ～ 最終レース終了後 閉門 
休 場 日 不定休 

運営者・管理者 府・市共同運営 株式会社ＪＰＦ 

担 当 生活衛生課 文化生活総務課（文化施設政策監付） 

 


